
 

 

 

 

産 業 厚 生 常 任 委 員 会 会 議 録 
  

 

〔平成２７年 ３月１７日開催〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南 あ わ じ 市 議 会 



 

－ 1 － 

産 業 厚 生 常 任 委 員 会 会 議 録 

 

                     日 時   平成２７年 ３月１７日 

                           午前１０時００分 開会 

                           午後 ３時１７分 閉会 

                     場 所   南あわじ市議会委員会室 

 

Ⅰ.出席委員、欠席委員、事務局出席職員及び説明のために出席した者の職氏名 

 

  出席委員（７名） 

    委 員 長    登  里  伸  一 

    副 委 員 長    川  上     命 

    委 員    阿  部  計  一 

    委 員    木  場     徹 

    委 員    吉  田  良  子 

    委 員    小  島     一 

    委 員    印  部  久  信 

    議 長    廣  内  孝  次 

 

  欠席委員（１名） 

    委 員    砂  田  杲  洋 

 

  事務局出席職員職氏名 

    局 長    小  坂  利  夫 

    課 長    垣     光  弘 

    書 記    川  添  卓  也 

    書 記    斉  藤  浩  平 

 

  説明のために出席した者の職氏名 

    副 市 長    川  野  四  朗 

    副 市 長    矢  谷  浩  平 

    教 育 長    岡  田  昌  史 

    市 民 生 活 部 長    高  木  勝  啓 

    健 康 福 祉 部 長    馬  部  総 一 郎 
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   産 業 振 興 部 長 
興  津  良  祐 

   兼鳴門の渦潮世界遺産登録推進室長 

   農 業 振 興 部 長 
神  田  拓  治 

   兼食の拠点事業推進室長 

    教 育 部 長    太  田  孝  次 

    農 業 振 興 部 次 長    森  本  秀  利 

    教育部次長兼教育総務課長    藤  岡  崇  文 

    市民生活部市民課長    塔  下  佳  里 

    市民生活部税務課長兼収税課長    山  崎  稔  弘 

   市民生活部生活環境課長 
北  口     力 

   兼衛生センター所長 

   健康福祉部福祉課長 
田  村  愛  子 

   兼 少 子 対 策 課 長 

    健康福祉部長寿福祉課長    大  谷  武  司 

    健康福祉部保険課長    川  本  眞 須 美 

    健康福祉部健康課長    小  西  正  文 

   産業振興部商工観光課 

   (マーケティング戦略室)長 阿  部  員  久 

   兼 企 業 誘 致 課 長 

    産業振興部水産振興課長    榎  本  輝  夫 

   農業振興部農林振興課長 
宮  崎  須  次 

   兼 農 業 共 済 課 長 

   農業振興部農地整備課長 
和  田  昌  治 

   兼 地 籍 調 査 課 長 

    食の拠点事業推進室課長    喜  田  憲  和 

    農業委員会事務局長    小  谷  雅  信 

   教育委員会学校教育課長 
廣  地  由  幸 

（学校教育指導主事） 

   教育委員会生涯学習文化振興課長 

福  原  敬  二    兼 人 権 教 育 課 長 

   兼 玉 青 館 館 長 

   教育委員会生涯学習文化振興課付課長 
川  上  洋  介 

   (子ども映画祭・青少年育成センター事業担当) 

    埋蔵文化財調査事務所長    山  見  嘉  啓 

 



 

－ 3 － 

Ⅱ.会議に付した事件 

 

 １．付託案件･･････････････････････････････････････････････････････････････  ６ 

 ① 議案第102号 南あわじ市介護保険条例の一部を改正する条例制定について････  ６ 

 ② 議案第103号 南あわじ市地域包括支援センター運営協議会条例の一部を改正する条例 

         制定について･･････････････････････････････････････････････ １１ 

 ③ 議案第104号 南あわじ市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める 

         条例制定について･･････････････････････････････････････････ １３ 

 ④ 議案第105号 南あわじ市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予 

         防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定 

         める条例制定について･･････････････････････････････････････ ２７ 

 ⑤ 議案第106号 南あわじ市次世代育成支援対策地域協議会条例を廃止する条例制定につ 

         いて･･････････････････････････････････････････････････････ ３０ 

 ⑥ 議案第109号 南あわじ市農業共済条例の一部を改正する条例制定について････ ３２ 

 ⑦ 議案第110号 南あわじ市教育に関する事務の点検及び評価委員会条例の一部を改正す 

         る条例制定について････････････････････････････････････････ ３４ 

 ⑧ 議案第111号 南あわじ市いじめ問題対策連絡協議会等条例制定について･･････ ３７ 

 ⑨ 議案第134号 南あわじ市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関す 

         る条例を廃止する条例制定について･･････････････････････････ ５２ 

 ⑩ 議案第76号 平成26年度南あわじ市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

         ･･････････････････････････････････････････････････････････ ５３ 

 ⑪ 議案第77号 平成26年度南あわじ市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

         ･･････････････････････････････････････････････････････････ ６０ 

 ⑫ 議案第78号 平成26年度南あわじ市介護保険特別会計補正予算（第２号）････ ６１ 

 ⑬ 議案第79号 平成26年度南あわじ市産業廃棄物最終処分事業特別会計補正予算（第２ 

         号）･･････････････････････････････････････････････････････ ６６ 

 ⑭ 議案第127号 平成27年度農業共済事業に係る事務費の賦課総額及び賦課単価について 

         ･･････････････････････････････････････････････････････････ ７２ 

 ⑮ 議案第128号 農作物共済に係る危険段階基準共済掛金率等の設定について････ ７７ 

 ⑯ 議案第129号 損害賠償額の決定及び和解について･･････････････････････････ ８２ 

 ⑰ 議案第130号 損害賠償額の決定及び和解について･･････････････････････････ ８３ 

 ⑱ 議案第112号 淡路教育事務協議会規約の変更について･･････････････････････ ８５ 

 ２．閉会中の所管事務調査の申し出について･･････････････････････････････････ ８８ 

 ３．その他････････････････････････････････････････････････････････････････ ８９ 
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Ⅲ.会議録 
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産業厚生常任委員会        平成２７年 ３月１７日（火） 

                 （開会 午前１０時００分） 

                 （閉会 午後 ３時１７分） 

 

○登里伸一委員長   皆さん、おはようございます。 

  本日は、早くから御案内申し上げましたところ、委員会に出席していただきまして、あ

りがとうございます。本日は、朝から濃い霧と申しますか、もやと申しますか、瀬戸内特

有の気象がありまして、登庁にも大変であっただろうと思います。 

  本日は何と申しましても、当市の会計状況も、財政が非常に好転してまいりまして、本

月に入りましてからは大きなプロジェクト等がたくさん竣工いたしまして、大変であった

と思いますが、皆さん、どうも御苦労さまでございました。 

  当委員会といたしましても、今後、ますます活躍していかなければならないと考えてお

ります。皆様の御協力をよろしくお願い申し上げます。私たちの議会が非常に活発になっ

てきておりまして、委員会も負けずに頑張っておりますので、職員の皆様には今後ともお

願いしたいと思います。 

  それでは簡単ですが、挨拶にかえます。執行部から御挨拶をお願いします。 

  副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   おはようございます。 

  先ほど委員長さんのほうからもお話がありましたように、３月１日の新庁舎の開庁、そ

れから、過日の１４日、食の拠点の竣工式、また、１５日の若人の広場の竣工式並びに点

灯式、議員の皆様方には大変御多忙のところ御出席をいただきまして、まことにありがと

うございました。 

  これからまた、新庁舎の開庁準備に向けて、職員も多忙を控えておるわけなんですが、

また議員の皆さん方には、今週の土曜日、２１日は花みどりフェアの開幕式、また、日曜

日はうず開きということで、連続して皆さん方にはまた御足労願わなければいけないわけ

でございますが、どうぞよろしくお願いをしたいと思います。 

  春を迎えて、南あわじ市の観光にとりましてもこれからという時期にさしかかってまい

りました。何とかこの機会をとらえて、南あわじ市が活発にお客さんが来ていただいて、

にぎわいをしていただくように、我々としても期待をし、努力もしていきたいというふう

に考えております。 

  またその後には、大鳴門橋がかかって３０周年という記念の年でもございまして、それ

も６月でございますが、いろいろイベントも考えておるわけでございます。また御期待を

いただければと思います。 

  きょうは、付託された案件の審議ということでございます。数多くございますが、どう
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ぞよろしくお願いをしたいと思います。 

 

○登里伸一委員長   ありがとうございました。 

  ただいまから、第６１回定例会において当委員会に付託された議案について審査を行い

ます。 

  なお、本日は傍聴を許可しておりますが、傍聴される方は、傍聴規則に準じて傍聴され

るようお願いいたします。 

  また、本日、ケーブルテレビが番組放送のため３０分程度、委員会審査の撮影に入りま

すので、よろしくお願いいたします。 

  議案の審査に当たり、提案理由の説明についてお諮りいたします。 

  付託案件については、本会議において説明を受けておりますので、質疑から行いたいと

思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   異議がございませんので、提案理由の説明は省略します。 

 

  ① 議案第１０２号 南あわじ市介護保険条例の一部を改正する条例制定について 

 

○登里伸一委員長   まず、議案第１０２号、南あわじ市介護保険条例の一部を改正する

条例制定についてを議題とします。 

  これより、質疑を行います。 

  質疑はございませんか。 

  吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   今回は介護保険料の改正ということで、これは３年に１度見直しが行

われて、それで、保険料の今回、提案があったわけですけれども、一般質問でも言いまし

たけれども、保険料の引き上げが基準額で１.４１％ということになっておりますが、階

層ごとによっては、それを超えるところもあります。押しなべてこういうふうにならなか

ったということについて、なぜなのかということについてお伺いいたします。 

 

○登里伸一委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   ただいまの介護保険料の額のバランスということなんで

すが、このバランスにつきましては、一定の国の基準による算定をいたしますと、極端に
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率が変わる階層がございます。そういうところから、公平化というところを勘案いたしま

して、それで、このような基準額の階層の額とさせていただいたようなことでございます。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   今の答弁ですと、国の基準に合わせると、もっと格差が広がったとい

うふうに受けとめられるんですけれども。 

 

○登里伸一委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   この格差、全ての階層に格差があるわけではございませ

んが、階層によって７段階とか、そういうところになると、極端に上がるというところが

ございました。公平な負担というところが望ましいというような観点から、そういうとこ

ろについては、他のところに薄めたということで、平準化といいますか、増減率について

は抑えたようなことでございます。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   それと、所得の低い方については、国がそれを補填するということが

ありましたけれども、結局それは補填されずに、将来的に引き下げるという方針に変わり

ましたけれども、そのことについて、市としてのやはり対策が必要でなかったのかと思い

ますが、その点いかがでしょうか。 

 

○登里伸一委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   消費税の関係で、３段階まで引き下げるというようなこ

とでございますが、先延ばしということから、第１段階にのみ軽減を２７年度から図ると

いうようなことでございます。 

  いわゆる２段階、３段階の本来予定されていた方々につきましては、２９年から完全実

施というような方向で、国のほうが動いていっておりますので、その時点で軽減幅が強化

されるということから、低所得者のほうについてもさらに軽減強化が図られることから、

この６期につきましては、ならせるような負担額となるようにということで設定させてい

ただきました。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 
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○吉田良子委員   それは、当初、そういう話もありましたけれども、やはりこの国の示

す方向を待たずして、市として独自財源をもって、やはり引き下げるべきではなかったの

かと思いますが、いかがでしょうか。 

 

○登里伸一委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   この介護保険の会計につきましては、全国、みんなが負

担するというような観点から、その軽減をさらに強化して、独自の財源をもって安くする

というのは望ましくないというような見解でございます。そういうことから、低所得者の

みに特化するような財源補填については、よくないというような判断をさせていただきま

した。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   それと、介護保険というのは、６５歳以上の方は年金天引きというこ

とになりますけれども、子育て支援ですごく頑張ってるというところは、皆さんもよくわ

かってるんですけども、そういう高齢者にも何らかの形の支援策というのを求める人が多

いわけですけれども、この介護保険料というのは６５歳以上の人が全て年金天引きですの

で、そこら辺で市として方策がなかったのかということについて、お伺いしたいんですけ

れども。 

 

○登里伸一委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   この年金天引きというところにつきましては、介護保険

法の中で規定されておりまして、これについては検討というところはいたしませんでした。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   それと、この介護保険料は、もうサービスがふえれば必然的に保険料

が上がるという仕組みになっておりますけれども、やはりこの制度設計を変えていかなけ

れば、幾らでも保険料が上がるというようなことになってまいります。 

  ですから、この制度設計を変える、国の負担割合をふやす、そういう方向で市としても

国に対して要望を上げていくという姿勢がなければ、これ、将来的には大変な負担量にな

ると思うんですけど、その点、どういうふうに考えられているでしょうか。 
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○登里伸一委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   委員おっしゃるとおり、給付についてはどんどん上がっ

ていくということが予想されているわけでございます。当然、高齢化率が上がるというこ

とが原因ではございますが、そのあたりについては、国に対する要望というのは必要だろ

うというふうには思います。 

  ただ、１０年先を見込んだ抑制する制度設計というのが十分練られておりますので、そ

のあたりの多様化する給付事業ですが、そういうふうなところに給付を抑制するような方

法というのを創出していかなければならないのではないのかなというふうに思っておりま

す。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   今の答弁ですと、国の方針に沿った答弁なんですけれども、今、要支

援１、２を介護給付から外すということが提案されておりますが、国は今言ったサービス

費を減らしていきたい。介護保険料の引き上げを抑えたいという意向があるというのはわ

かりますけれども、将来的には介護３以上でないと介護給付の中でサービスが受けられな

いというようなことも考えていますし、いかにサービスを減らしていくかというところの

国の考え方を市が踏襲していったら、保険料を納めていっても十分なサービスが受けられ

ないということの答弁だったと思うんですけど、そういう追随するような考え方では、南

あわじ市の高齢者は守れないと思うんですけど。 

 

○登里伸一委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   今の御質問については、重度の方も受けにくいというよ

うなことであったかとは思うんですが、この３以上という施設の対象につきましては、１、

２であってもチェックリストというもので、いわゆる自立が困難、自立ができるような施

設ということで入所も可能ということも制度としてあります。そういうことから、中重度

の要介護認定者の給付強化になるのかなというふうに考えております。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   ちょっと質問と答弁が違うように思うんですけども、国が将来的には

この保険料を１０年後は８,２００円になるというような試算をしてますけれども、しか
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し、それにならないというか、そういうふうなサービスがふえれば保険料が上がらない、

そのためには、サービス給付費をいかに減らしていくかというようなことが今、ずっと考

えられているようです。 

  ですから、施設サービス以外でも要介護３以上でないと介護給付費でみれられないとい

うようなこととか、また、利用料の見直し、そういうことも言われておりますし、今、要

支援１、２で住宅改修なんかもしてくれてますけれども、それを将来的になくすとか、そ

ういう方向が示されております。それに追随するような考えではいけないんではないかと

いうことを言ってるんですけれども。 

 

○登里伸一委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   新事業につきましては、地域資源を活用してできるもの

はするというようなことでございまして、なお、給付が必要なものについては、給付とし

てサービスを続けていくというようなことでございます。 

  例えばなんですが、訪問介護に例えば３００円必要とする今の単価がございましたら、

そういう多様性というところから、国の基準以下の金額を設定してするということが言わ

れておりますので、例えば、簡単なサービスについては２５０円でしますよというような

ことができることになりますので、そういうことから、非要援護者の負担についても軽く

なるのではないのかなというふうに思っております。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   私、質問してることが少し回答として違うように思うんですけど、副

市長、どうですか。 

 

○登里伸一委員長   副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   これも国の制度でこういうふうになってきておるわけでござい

ますので、今、委員がおっしゃっておるように、国の負担をふやすという、この要望は、

それは誰もが何も反対することじゃないわけですので、この制度が持続をしていくという

ようなことにするとするならば、それなりの中身も考えていかなければいけないし、負担

のあり方も考えていかなければいけないということでもございます。今後、国の負担を多

くしてほしいというような要望、市長会なんかでも出てくれば大いに賛成をして、国のほ

うに要望していきたいと思います。 
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○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   ぜひ、リーダーシップをとっていただいて、副市長会なり市長会で提

案していただくというふうな、受け身でなしに、積極的な姿勢をぜひ持っていただきたい

というふうに思います。 

  一旦、終わります。 

 

○登里伸一委員長   ほかに質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより委員間討議を行います。 

  何か御意見ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  議案第１０２号、南あわじ市介護保険条例の一部を改正する条例制定について、原案の

とおり可決すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙 手 多 数） 

 

○登里伸一委員長   挙手多数であります。 

  よって、議案第１０２号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 

  ② 議案第１０３号 南あわじ市地域包括支援センター運営協議会条例の一部を改正す 

            る条例制定について 

 

○登里伸一委員長   次に、議案第１０３号、南あわじ市地域包括支援センター運営協議
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会条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。 

  これより、質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   この運営協議会については、委員１０名ということでありましたけれ

ども、公募委員もという話がありましたけれども、これは市長の求めに応じて協議すると

いう話がありましたけれども、これは定期的に開催するということにはなってないんでし

ょうか。 

 

○登里伸一委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   定期的な開催とはなっておりません。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   すると、具体的にどういうときに協議をするということになるんでし

ょうか。 

 

○登里伸一委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   地域包括支援センターの事業が円滑に進むということを

目的に、事業の内容の変更であるとか、そういうところがございましたら開催して、意見

を聞くというようにしております。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   そうすると、地域包括支援センターの運営で何らかの形で変更とかあ

る場合にのみ開催するということでしょうか。 

 

○登里伸一委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   そのとおりでございます。ただ、毎年１回ないし２回と

いうのを開催して、今の状況の報告であるというようなことも意見を聞いてございます。 
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○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   そうすると、最低年１回か２回は開催するということになってるんで

しょうか。 

 

○登里伸一委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   はい、そのようにしております。 

 

○登里伸一委員長   ほかに質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより委員間討議を行います。 

  何か御意見ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  議案第１０３号、南あわじ市地域包括支援センター運営協議会条例の一部を改正する条

例制定について、原案のとおり可決すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めま

す。 

 

（挙 手 多 数） 

 

○登里伸一委員長   挙手多数であります。 

  よって、議案第１０３号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 

  ③ 議案第１０４号 南あわじ市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を 
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            定める条例制定について 

 

○登里伸一委員長   次に、議案第１０４号、南あわじ市地域包括支援センターの職員及

び運営に関する基準を定める条例制定についてを議題とします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  印部久信君。 

 

○印部久信委員   これ、基本的なことから伺いたいんですが、まず、この地域包括支援

センター、この具体的な仕事というのはどういうことをしておるのかを、ちょっと説明し

ていただけますか。 

 

○登里伸一委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   地域包括支援センターにつきましては、要介護になる前

段の予防というようなことで、地域で持続して暮らし続けるための支援を行うということ

で、健康教室であるとか、軽度の方のプランの作成とか、そういうようなことで、虚弱高

齢者の支援というところに重点を置いて、家で暮らせるための情報を提供したり、また、

サービスのあり方というのを評価したりというようなことで、寄り添った事業を展開して

おります。 

 

○登里伸一委員長   印部久信君。 

 

○印部久信委員   今の説明ではちょっと漠然としとんのですが、例えばそういう類の人

を集めて、いろいろ指導しとるかというんですが、これ、私もこの具体的な事業内容とい

うのはようわからんので聞きよるのですが、結局、今、課長が言うただけのことですか、

しとる仕事というのは。 

 

○登里伸一委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   具体的にですが、いきいき百歳体操と申しまして、筋力

を低下させない活動であるとか、また、集まる場所、ミニデイサービスというようなこと

で、地域の方々が集まって予防に努める教室であるとか、それから、困ったときというこ

とで、相談に来られたときの支援ということをさせていただく、それから、任意事業で、

食の自立支援であったり権利擁護であったり、そういうようなことをもって事業を展開し
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ております。 

 

○登里伸一委員長   印部久信君。 

 

○印部久信委員   今、課長が言われたように、困ったときに相談に乗るやいうて、具体

的に困ったときの「困った」というのは、具体的にどのような範囲の相談ですか。 

 

○登里伸一委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   例えばですが、環境で、家での自立が困難であったり、

また、虐待というようなことで、生活することが困難になったような状態の方々が相談に

来られているというようなことでございます。 

 

○登里伸一委員長   印部久信君。 

 

○印部久信委員   それで、その相談に来られるのは、この包括支援センターにいろんな

ことに対して相談に来られる、それはそれで結構です。そこで、包括支援センターは、そ

れらの相談者に対して、具体的にどんなことができるんですか。相談を聞くだけですか。

相談を聞いたら、そしたら、それらの個々についておのおの具体的に、それならこういう

方法がありますよとか、いろんなことを具体的に示していくと思うんですが、そしたら、

相談を受けたときに包括支援センターはどのような対応をされておるんですか。 

 

○登里伸一委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   相談者の生活状態、それから体の状態、アセスメントな

どを全て確認した上で、その方がその地域で暮らし続けるための資源というのを紹介し、

例えばですが、養護老人ホームに何か措置するということも考えながら、その高齢者の最

もよい生活を支援するというようなことをやってございます。 

 

○登里伸一委員長   印部久信君。 

 

○印部久信委員   そしたら、２６年度に包括支援センターに対して、そういうような類

の相談者はどれぐらいの方が相談に来られて、どれぐらいの方にどんなような対応をされ

ましたか。 
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○登里伸一委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   ちょっと今、その件数の資料を持ってないんですが、七

十数件であったのかなというふうに思っております。私が中に入ってしたケースにつきま

しては、虐待等があって、さくら苑のほうに入所措置というようなことで、自立できる生

活支援を提供したというようなケースがございました。 

 

○登里伸一委員長   印部久信君。 

 

○印部久信委員   これ、今、包括支援センターは、職員は何人おるんですか。 

 

○登里伸一委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   ２６年度については、臨時を含めて８名でございます。 

 

○登里伸一委員長   印部久信君。 

 

○印部久信委員   いやこれ、市の職員が８名が包括支援センターでこういう方々に対応

しとって、年間に七十数件の相談というようなことですね。ほんなら、社協とか民生委員

さんもこれに準じたような、同じような相談を受けたり対応しとるんでもないんですか。 

 

○登里伸一委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   この今、委員おっしゃったように、民生委員さんもそう

いう職務を受けて相談を受けられていると思います。包括支援センターにつきましては、

そういう民生委員さん、それから社協、そういう関係機関との連携を図るということも職

務としてありまして、そういうことから、連携を図りながら支援というようなことをやら

せていただいております。 

 

○登里伸一委員長   印部久信君。 

 

○印部久信委員   これは、包括支援センターというのは、今現在は緑庁舎に拠点施設が

あると思うんですが、賀集の福祉保健センターかな、あそこにも何か包括支援センターの

職員がおるように思うんですね。あそこには、賀集の福祉保健センターには、訪問看護ス

テーションもあわせてあったように思うんですが、これ、包括支援センターというのは、
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相談者が、そしたら、例えばその市の担当の職員がおるところに相談しに行くのは、その

人らがその場所へこういうことを相談しに行く、また、民生委員さんにも相談に行く、社

協にも相談に行くということでやっとると思うんですが、これ、それは窓口はいろいろあ

るのにこしたことないと思うんですが、何かこの包括支援センター、民生委員さん、社協

とかもろもろの関係が、もうひとつはっきりわからんのですけどね。 

  協議しながらやっておるというのはそんでええと思うんですが、市の職員が８人も正職

抱えてやっとると。民生委員さんは百数十何人かかかってやっておる、社協は６０人余り

かかってやっておるということなんですがね。何かこの包括支援センターというのが、

我々見とって、何か目に映るように仕事というか、そういうのがどうも映りにくいんです

がね。どうですか。もうちょっと我々の考えてないような、こういうことまでやってます

よということはあるんかな。 

 

○登里伸一委員長   健康福祉部長。 

 

○健康福祉部長（馬部総一郎）   いろいろな形で広報ですとか、そういったところでい

ろいろなものをＰＲはさせてはいただいておるんですが、まだＰＲ不足というところもあ

るのかなというふうには思います。 

  先ほど、民生委員さんがいろいろな相談事を受けたり、社会福祉協議会が受けたりとか

いろいろなケースがあると思います。例えば、社会福祉協議会への一般の住民の方からの

相談というのは、主には、市の総合窓口のほうに大体相談に来られて、そこから総合窓口

の職員がこういうことについては社会福祉協議会につなぐのがいいなと、これについては

包括支援センターにつなぐのがいいなとか、長寿福祉課に直接言うほうがいいなとかいう

ような、そういうある程度の判断をしていただいてます。民生委員さんについても同じや

と思うんですね。 

  一旦はどこかに相談しても、そこでここに相談するのがいいというようなことで処理さ

れているという、二重、三重で、何かわかりにくいという部分もあるかもわかりませんけ

ども、市の包括支援センターでもそこで相談を受けた場合に、内容によっては自分たちだ

けで判断できないこともありますので、それは関係の、場合によっては警察も入っていた

だくというようなこともありますし、そういう専門職の方が何人か集まって、ケア会議と

いうような会議をしたりとかして、それで話し合った結果、こういうふうに対処するのが

いいというような判断をして処理をしていっているというようなことでございます。 

  それと、もう一つ、市の包括支援センターというのは、介護予防の居宅事業所という、

一つの事業所の部分も持ち合わせています。今、市のほうでは、介護予防で６００名ぐら

いの方が、介護予防の方もその介護予防のプランというのを立てて、こういうふうにして

施設へ行って、こういう何かをするというような、そんな計画を立ててるんですが、市の
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包括支援センターでは全部処理できませんので、市で直接、包括支援センターでやってる

のは１８０人か１９０人ぐらいですが、あと残りは、外部のそういう事業所に委託をして

やってもらってるというようなのが今の状況でございます。 

 

○登里伸一委員長   ほかに。 

  吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   この３条で、南あわじ市で第１号被保険者、６５歳以上の方というの

は何人いるでしょうか。 

 

○登里伸一委員長   答弁どうでしょうか。 

  長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   １万５,３８３人でございます。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   それで、ここでは１万５,３８３人いて、包括支援センターは３,００

０人以上６,０００人未満で置くことができるというふうになっております。そうすると

南あわじ市では、今の話ですと、１カ所と南淡に２人いるということになれば、もう少し

包括支援センターの数が要るということになるんではないでしょうか。 

 

○登里伸一委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   今、おっしゃられたとおり、３,０００から６,０００で

３というような数字がございます。それから、地域事情に応じて、３,０００までにつき

ましては２でいいというような運用もございます。そういうことから、今、１万５,００

０ということですので、おおむね８人で足りているというふうに思っております。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   ここに３条でそういうふうに書いてて、その３条の２で、地理的条件

を勘案してというふうに、また別に、先ほどの運営協議会で協議してという話がありまし

たけれども、今、８名というのは、全員、正規職員なんですか。 
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○登里伸一委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   正規ではございません。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   どういうふうな構成になってるんでしょうか。 

 

○登里伸一委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   正規が６名と、臨時が２名でございます。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   それで、ここにある保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員、それ

ぞれの人数はどうなってるんでしょうか。 

 

○登里伸一委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   ただいまの職種でございますが、保健師が３名でござい

ます。それと、社会福祉士が。ちょっとお待ちください。 

 

○登里伸一委員長   暫時休憩します。 

 

（休憩 午前１０時４０分） 

 

（再開 午前１０時４２分） 

 

○登里伸一委員長   再開します。 

  長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   ただいまの職種でございますが、保健師が３名、それか

らケアマネジャーが３名、それから、社会福祉士が２名携わっております。 

  今、間違えました。申しわけないです。ケアマネジャーが４名と、社会福祉士が１名で

ございます。 
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○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   その中で、これ、先ほど臨時の方が２名というのは、どの分野で２名

なんですか。 

 

○登里伸一委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   ケアマネジャーでございます。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   先ほどの説明ですと、６００名の方のプランを立てなければならない

んですけども、そこではこの人数では足らないから、民間の事業所に委託してるという話

でありましたけれども、やはり本来なら、市でケアプランを立てるというのが本来の姿で

はないかと思いますが、そこら辺は、人数をふやして市が行うという方向性は見えてるん

でしょうか。 

 

○登里伸一委員長   健康福祉部長。 

 

○健康福祉部長（馬部総一郎）   先ほど申しました、今の時点で約６００名の方につい

てのケアプランを立ててると、市は１８０人程度で、あとの４２０人については外部に委

託をしております。今の配置の状況では、おおむねその辺ぐらいが限度やというようなこ

とでの対応でございます。 

  それと、この今、条例に上げさせていただいておりますが、基本的には保健師、または

それに準ずる人、それが３人、１万５,０００人を超えてる場合のことですが、それから、

主任ケアマネジャーというのが３人、それから、社会福祉士が３人というような配置の設

定になります。 

  現実を言いますと、主任ケアマネジャーというのは、今、１名しかおりません。今後も

募集をしたいという考えは持っておりますが、なかなか、ケアマネジャーの方は結構人数

はおるんですが、主任ケアマネジャーというのがなかなか現実、いないというのが現状で

して、今のところ、３人そろってないというのが現状でございます。 

  ただ、今、課長のほうから８名と言いましたが、専属で８名ということなんですが、実

際には長寿福祉課の中に別の介護福祉士の資格を持った人もある程度加わっているという

現実があります。専門に張りついてはいませんけれども。そういうようなことで、今は８
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名というような話ですが、今度は９名というような体制に、２７年度にはそういう体制で

行きたいということの配置になっております。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   その主任ケアマネという方は、やはりケアマネを何年か経験した人が

資格はとれるというようなことになるのかなと思うんですけども、そういう人材不足とい

うのがあるんですか。 

 

○登里伸一委員長   健康福祉部長。 

 

○健康福祉部長（馬部総一郎）   やはり、募集を今まだしてませんが、２７年度に入っ

てから募集をしたいという考えを持っておりますけれども、なかなか、もう既にいろいろ

な事業所に勤められておられる方はおりますけれども、それ以外に家におられる方とか、

そういうような方で、そういう資格を持ってる方というのはなかなかいないというのが現

状のようでございます。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   なかなか介護の現場というのは人手不足が慢性化しているというとこ

ろで、その主任ケアマネもその一つだというふうな話でありました。それで、今言われて

た南淡のほうの体制というのは、今後も継続されていくというふうになっていくんでしょ

うか。 

 

○登里伸一委員長   健康福祉部長。 

 

○健康福祉部長（馬部総一郎）   南淡の、あそこは分室という形をとっておりますが、

緑庁舎に包括支援センターがあるというようなことで、南あわじ市全体からしますと、ち

ょっと端っこのほうに偏った位置にあるというようなことで、南淡のほうにもあるほうが

いいというようなことで、分室したように聞いておりますけれども、今度は緑庁舎ではな

しに、中央というか、ここに来ることになりますので、全部の職種の人がそろったような

中で、要は、分室で相談をしても、あそこで対応が結局はできないことももちろんありま

すので、全部がそろった中でのワンストップ的なサービスができるようにということで、

この新庁舎の中に全員が集まるということにしております。 

 



 

－ 22 － 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   そうすると、南淡はもう新庁舎が完成すれば、４月６日オープンすれ

ば、もう引き上げるということになるんですか。 

 

○登里伸一委員長   健康福祉部長。 

 

○健康福祉部長（馬部総一郎）   はい、その予定でございます。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   先ほど、総合窓口に行ったり、民生委員さんに行ったりで、そこの包

括支援センターに話をつないでいくというケースが多いという話がありましたけれども、

今後、総合窓口センターがなくなるということになれば、もう市民交流センターというと

ころに行くことになるかと思うんですけども、そこら辺の体制というのは十分確保されて、

そういう教育もされているということになるんですか。 

 

○登里伸一委員長   健康福祉部長。 

 

○健康福祉部長（馬部総一郎）   実際には、スタートしてみないとわからない部分もご

ざいますが、直接、窓口に来られる方、それから、電話で問い合わせがあるというような

こともございますので、市民の皆様に対しましては、地域包括支援センターのことで言い

ましたら、地域包括支援センターがここにありますと、こういうところでこういう相談を

やってますので、お気軽に電話をかけてきてくださいというようなことでの御案内はさせ

ていただきたいなというふうに思っております。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   今、総合窓口センターというのは、職員もいて、福祉のベテランの方

もおったりして対応が早いわけですけれども、市民交流センターになれば、限られた人数

で何もかもというところはなかなか難しい話も出てくると思うんですけれども。そこらの

十分、体制を整えていただけないと、なかなか安心して相談ができないというようなこと

にならないように、ぜひお願いしたいと思いますけど、いかがでしょうか。 

 

○登里伸一委員長   健康福祉部長。 
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○健康福祉部長（馬部総一郎）   これも、まだ少々ＰＲ不足のところがあるのかもわか

りませんが、市の包括支援センターがその相談なりを５カ所だったと思いますが、５カ所

の在宅介護支援センターに委託をしております。そこでもいろいろな方の相談を受け付け

るようなことをしておりますので、必ずしも新庁舎に、電話であればどこであっても同じ

だと思いますが、直接来られるのが新庁舎が遠いからぐあいが悪いというような方につい

ては、その市内の特養のところにある在宅介護支援センターのほうでもそういった相談の

受け付けとか、そういうことはやっておりますので、その辺については、また広報とかＰ

Ｒもさせていただいて、お気軽に利用していただくように、こちらとしてももう少し周知

に努めたいというふうに思います。 

 

○登里伸一委員長   暫時休憩します。 

  再開は午前１１時ちょうどといたします。 

 

（休憩 午前１０時５０分） 

 

（再開 午前１１時００分） 

 

○登里伸一委員長   再開します。 

  休憩前に引き続き、議案第１０４号の質疑を行います。 

  木場徹君。 

 

○木場 徹委員   先ほどからの答弁をお聞きしとって、ちょっと解せんのですけども、

条例の３条の２項には、基準として例外規定を明記しとるんですが、地理的条件、それか

ら地域包括支援センターの協議会で認められた場合は、人員の配置を緩くするというよう

なことで、また、場所といいますか、そういった場所についても２ないし３、市内の１万

５,３８３人の被保険者の数からすれば、十分、３カ所ぐらいしても、この条例の趣旨に

は合致すると思うんですけども。 

  今、お聞きしますと、２カ所あるやつを１カ所に、逆に条例に反して１カ所にするとい

うようなことで、何かこの条例を今から設置するのに、逆にこの条例の趣旨が生かされて

いないというようなことで、そういう感じがするんですが、この辺、ちょっと説明お願い

します。 

 

○登里伸一委員長   長寿福祉課長。 
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○長寿福祉課長（大谷武司）   地域包括支援センターのことにつきましては、まず、包

括的支援事業、また、指定介護予防支援業務、それから、特定高齢者の把握、それから、

介護予防に関する啓発普及と、ボランティア育成なども含めてですが、そういうふうなも

のを一体包括的に進めるという観点で、いわゆる厚労省の通知の中に一体的にできるよう

な形の事業所が望ましいというようなことがありまして、いわゆる３職種のそれぞれの技

術を持って高齢者にサポートすることが望ましいということで、１カ所で処置をするとい

うようなことがいいというふうに考えたところでございます。 

 

○登里伸一委員長   木場徹君。 

 

○木場 徹委員   １カ所にするか２カ所にするかは、いろいろ考え方はあると思うんで

すけれども、なぜ２カ所でできないんですか。 

 

○登里伸一委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   地域包括支援センターにつきましては、考え方としまし

ては、生活圏域に１カ所が望ましいというようなことが言われております。そういうとこ

ろで、地域包括支援センターの設置可能なものということで、市町村、それから法人、医

療法人、特殊法人というようなことが決められております。そういうことから、将来的に

はですが、民間の力も借りながら、そういうふうに支援センターが各所にできていくこと

が望ましいというふうには思います。 

 

○登里伸一委員長   木場徹君。 

 

○木場 徹委員   ということは、将来的にいうなら、もう民間でやってほしいというこ

となんですか。公営のそういう、市立のこういう包括センターは廃止して、先ほどから言

われておる特養にある、それを拡充して、５カ所の。それで、この地域包括センターにか

わる代替の役目をすると、そういう考え方ですか。 

 

○登里伸一委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   機関という部分につきましては、市が補完いたしまして、

それで、いわゆる生活圏域という、その次のステップのところに、民間法人の力をお借り

するというようなことが望ましいというふうに考えます。 
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○登里伸一委員長   木場徹君。 

 

○木場 徹委員   民間と公立、どっちがええかというのはいろいろあると思うんですけ

ども、経費的にはもちろん、民間にすればいいんですけども、やはり話といいますか、相

談業務なんかには、公営の地域包括センターのほうの職員の方のほうが相談しやすいとい

うふうな感じもします。 

  ですから、こういう条例を、せっかく基準をつくっておるんですから、当面の間は２カ

所ないし３カ所で拡充していくという方策もあると思うんですけども。 

 

○登里伸一委員長   健康福祉部長。 

 

○健康福祉部長（馬部総一郎）   新しい庁舎で１カ所するということは、市のほうの方

針としてはもう決めております。この地域包括支援センターの運営協議会のほうへその旨

はお話をさせていただいて、了承も得ているということでございます。 

  先ほども申し上げましたが、市の包括支援センターだけがどうこうするというようなこ

とだけではなしに、市の包括支援センターももちろん市民の相談なりいろいろ受け付ける

わけですが、先ほども申し上げましたように、その一翼を担っていただくというようなこ

とで、在宅介護支援センター、そういったところにも委託もしておりますので、その辺の

活用も含めて、できるだけ市民の方に御迷惑のかからないように対応していきたいという

ように思います。 

 

○登里伸一委員長   木場徹君。 

 

○木場 徹委員   できるだけ今の２カ所体制でやってほしいと思うんですけどね。 

  終わっておきます。 

 

○登里伸一委員長   印部久信君。 

 

○印部久信委員   今の関連なんですが、これ、副市長に聞きたいんですが、今の健康福

祉部長は、市の方針と言いましたね。市の方針で我々は動いておるという、対象者におい

ては十分説明してもらって了承してもらっておると。これはもう、十分説明して了承して

もらっとるのと違うんです。十分説明してもろうて、こういうことでやるからお願いしま

す言いよんねん。了承して、ああ、それで大いに結構ですや言いよるのと違うねん。市は

こういうことでやりますんで、お願いしますというて頼みよるわけやの。ということは、

多少不便は、以前よりは悪くなりますけれども、お願いします、そのかわりにこういうこ
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ともありますよやいうて言いよるわけですからね。 

  副市長、これ、新庁舎ができて、市としたら、職員も６００人体制から５００人体制に

減した、スリム化になった、人件費も減った、この間の説明では、５００人体制が数年早

く達成できたいうて、こんなこというて喜んでますけどね、これ、ものによったらやっぱ

り、ふやさんなんやつもある、一本にしてうまいこと行くやつもあると思うんですね。ま

して、市民直結にやりよるやつは、やっぱりこれは残しとく、あるいはふやすというぐら

いの考えを持ってやらんと、全てのものを市の方針やいうて一本化してやっていくという

ことで、やっぱりいろんな弊害が出てきよるんです。その辺について、副市長、どう思い

ますか。 

 

○登里伸一委員長   副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   この件で言えば、先ほどのように、特別養護老人ホームに委託

をしているということでございますので、機関的な地域包括支援センターが市役所にあっ

て、あと五つ、結果的には相談する場所があるということでございますので、２カ所より

も６カ所のほうが幅が広がってくるんではないかなと思います。 

 

○登里伸一委員長   印部久信君。 

 

○印部久信委員   それは副市長、違う。その今言いよった在宅介護支援センターが既に

今あるんだと。新たにつくるんと違うんです。今あるんです。新たにそれをなくしてつく

るんならわかるけど、今あるんです。先ほど言うたように、健康福祉部長の話だったら、

こうなりますけれども、ここがありますので、そこに相談に行ってもらえるようにＰＲし

て住民の方々に周知徹底をしたいということを言ってますけどね。今、あるんや、それは

既に。 

  そやから、結果的には集約していこうとしとるわけよの。そやから、やっぱり、ものに

よるんよ。やっぱり、こういう類のものが分散しとるほうがええものは残していかんとい

かんと思う。一つにしたほうがすっきりして行政が進めやすいやつもあると思うけどね。

これはもう、私の意見であって、こんなことを今、副市長と言いよっても答えが出えへん

から、もうこれで終わっておきますけどね、私はそういうようなやり方をやっていったほ

うがいいということを言って、終わっておきます。 

 

○登里伸一委員長   ほかに質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○登里伸一委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより委員間討議を行います。 

  何か御意見ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  議案第１０４号、南あわじ市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定め

る条例制定について、原案のとおり可決すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求

めます。 

 

（挙 手 多 数） 

 

○登里伸一委員長   挙手多数であります。 

  よって、議案第１０４号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 

  ④ 議案第１０５号 南あわじ市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定 

            介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関 

            する基準を定める条例制定について 

 

○登里伸一委員長   次に、議案第１０５号、南あわじ市指定介護予防支援等の事業の人

員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準を定める条例制定についてを議題とします。 

  これより、質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   これは、先ほどの介護保険条例の中にもうたわれておりました要支援

１、２の方を南あわじ市が平成２９年度から通所介護、ホームヘルプサービスを市独自で
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実施するために人員とか運営とか、そういうことについて基準を定める条例というふうに

理解しているんですが。 

 

○登里伸一委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   この条例制定につきましては、平成１８年の法改正がご

ざいまして、その当時に厚生省令のほうで一定の基準が設けられました。それで、この２

６年度中に条例化をするということを、いわゆる規定されておりまして、その最終年度と

いうことで、この２６年をもって、２７年度からスタートする条例を制定させていただく

というようなことでございます。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   平成２７年度から出発するわけですけども、具体的には平成２９年度

からの要支援１、２の方を今の介護保険のサービスから切り離す、市独自でサービスを行

う、そのための準備づくりだというふうに思うんですけども。 

 

○登里伸一委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   ２９年度の準備ということではなくて、この指定介護予

防支援につきましては、ただ、今もやってございます。これにつきましては、今の要支援

の方々にプランを立ててサポートしていくというところがこの事業所でございます。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   今言われた要支援１、２の方の介護プランを立てる、そういうことに

なりますと、さっきの包括支援センターの話もありましたけれども、それを、かわりにケ

アプランを立てるということについて人員をどうするかということになるんですけども、

今の体制とどういうふうに変わっていくんでしょうか。 

 

○登里伸一委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   この指定介護支援事業の部分の人員につきましては、１

名以上というようなことが出ております。そういうことで、その１名については、包括支

援センターの職員が兼務をすることができるというふうになってございまして、ただいま
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も支援センターの職員がプランを立てさせていただいているということでございます。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   これ、ここに第２章、指定介護予防支援事業者の指定というふうに書

いてありますけれども、これは、今現在している人たちに対して指定をするということで

いいんでしょうか。新たに指定するということはあるんでしょうか。 

 

○登里伸一委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   ただいまも指定しておりまして、事業をしてございます。

新たにするということではございません。 

 

○登里伸一委員長   健康福祉部長。 

 

○健康福祉部長（馬部総一郎）   これは、介護予防を受けてる人の指定とかいうことで

はなくて、事業者としての指定ということです。今は、南あわじ市の包括支援センターが

この事業所として該当しておるということでございます。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   私は、これは将来的には先ほど言うた平成２９年度からの関係のもの

で、そういう計画を立てる、そのために市が人員をどう配置するかというふうに少し理解

してたんですけれども、そういうことではなくて、今現在行っている包括支援センターの

関係の人員の整理ということでよろしいでしょうか。 

 

○登里伸一委員長   健康福祉部長。 

 

○健康福祉部長（馬部総一郎）   ここに出てること全てが一緒じゃないですが、基本的

には今、厚生省令で決められてることです。南あわじ市の包括支援センターというのは、

包括支援センターであって、ここに出ております指定介護予防支援事業者でもあるわけで

す。そのことが、そういうものを設置してる場合についてはこういうふうにしてください

よということが、もう既に決められておって、それを今までは厚生労働省令で定められと

っただけなんですが、それを条例化しなさいというふうに国のほうからというか、法改正

によってですが、それでもってこのたび、こういうふうにして条例化をさせていただいて
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いるということですので、特に今までとどうこうということはございません。 

 

○登里伸一委員長   ほかに質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより委員間討議を行います。 

  何か御意見ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  議案第１０５号、南あわじ市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例制定に

ついて、原案のとおり可決すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙 手 多 数） 

 

○登里伸一委員長   挙手多数であります。 

  よって、議案第１０５号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 

  ⑤ 議案第１０６号 南あわじ市次世代育成支援対策地域協議会条例を廃止する条例制 

            定について 

 

○登里伸一委員長   次に、議案第１０６号、南あわじ市次世代育成支援対策地域協議会

条例を廃止する条例制定についてを議題とします。 

  これより、質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  印部久信君。 
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○印部久信委員   これ、こういう条例を廃止するということは、これにかわるべきもの

があるということなんですか。それだけ聞かせてくれますか。 

 

○登里伸一委員長   福祉対策課長兼少子対策課長。 

 

○福祉対策課長兼少子対策課長（田村愛子）   この次世代育成支援対策地域協議会、こ

れは、次世代育成支援対策推進法という国の法律のもとに設置された条例でございます。

これにつきましては、平成２６年度において、時限立法ということでございましたけれど

も、昨年、２６年の４月に１０年間延長されたという中では、今後、これに伴って事業計

画が策定しておりましたけれども、この計画においても、平成２７年度からの子ども・子

育て支援法の中で計画も義務づけられて、今後の子育て支援については、この子ども・子

育て支援法の中で推進をしていくという、引き継がれたという御理解をいただければと思

います。 

 

○登里伸一委員長   ほかに質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより委員間討議を行います。 

  何か御意見ございますか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  議案第１０６号、南あわじ市次世代育成支援対策地域協議会条例を廃止する条例制定に

ついて、原案のとおり可決すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙 手 多 数） 



 

－ 32 － 

 

○登里伸一委員長   挙手多数であります。 

  よって、議案第１０６号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 

  ⑥ 議案第１０９号 南あわじ市農業共済条例の一部を改正する条例制定について 

 

○登里伸一委員長   次に、議案第１０９号、南あわじ市農業共済条例の一部を改正する

条例制定についてを議題とします。 

  これより、質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  印部久信君。 

 

○印部久信委員   これ、一部を改正するということですが、ちょっとこれ、具体的にど

の部分を改正するかを言ってくれますか。 

 

○登里伸一委員長   農林振興課長兼農業共済課長。 

 

○農林振興課長兼農業共済課長（宮崎須次）   これにつきましては、主な内容について

３項目ございます。まず１点目なんですけども、園芸施設共済があります。それと、２点

目に農作物共済ということで、麦となっております。それと３点目が、畑作物共済という

ことで、大豆となっております。 

  まず、第１点目の園芸施設共済なんですけども、以前はパイプハウスなんですけども、

補償額が耐用年数が５年で償却されとったんですけども、それが５年以降についても補償

額は一律２０％ということになっておりました。それで今回、この補償が耐用年数５年か

ら１０年にまで延長して、その１０年までは農家選択により、掛金を上乗せすれば新築価

格の１００％まで補償がみてくれるということになりました。そして、耐用年数１０年以

降については補償額が、掛金を上乗せしても７５％が限度ということになっております。 

  掛金の上乗せについては、全額が農家負担ということになっております。それとまた、

撤去費用というのが、パイプハウスの撤去なんですけども、これが対象となっていなかっ

たパイプハウスなんですけども、これも農家選択によって補償の対象で追加となったとい

うことが、園芸施設共済の変更点ということになります。 

  そして、第２点目なんですけども、先ほど言いましたとおり、麦なんですけども、これ

につきましては、これは、麦については引き受けのほうがないんですけども、掛金率の危

険段階を設定をしなくてもよくなったということで、県の基準に合わすということになり

ました。 
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  それと、３点目なんですけども、畑作物共済ということで大豆なんですけども、これに

つきましては、これが単位当たり、１キログラムなんですけども、この共済金額というの

が最高額に設定をしておったわけなんですけども、今回、改正によりまして、国が指定す

る単位当たりの今、１キログラムの共済金額の中から選択ができるようになったというこ

とになるということになります。 

  以上が主な点でございます。 

 

○登里伸一委員長   印部久信君。 

 

○印部久信委員   これ、課長、園芸共済というのは、これは作物でなしに、施設に対す

る共済であったと思うんですが、これ、今、加入件数は何ぼありますか。 

 

○登里伸一委員長   農林振興課長兼農業共済課長。 

 

○農林振興課長兼農業共済課長（宮崎須次）   ２６年度につきましては、まだ３月末ま

で動いてますのでわからないんですけれども、少しお待ちいただけますか。２５年度につ

きましては、引き受けが８０戸ございました。 

  以上です。 

 

○登里伸一委員長   印部久信君。 

 

○印部久信委員   この共済は、割と共済に加入しとっても、共済適用というのが割とな

いように思うんですが、何年か前に台風被害で施設の損害が出たということで、共済金が

支払われていたと思うんですが、大体これ、四、五年の間に何件ぐらい共済支払いがあり

ますか。ほとんどゼロというときもあるんですか。 

 

○登里伸一委員長   農林振興課長兼農業共済課長。 

 

○農林振興課長兼農業共済課長（宮崎須次）   ２５年度につきましては２３万７,６６

２円、２４年度につきましては６４万８,５２２円、２３年度につきましては２９９万２,

５２９円。この２３年度については、台風とかがあってちょっと多かったということで金

額が大きいです。 

 

○登里伸一委員長   印部久信君。 
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○印部久信委員   これ、災害に対する支払いの条件で、免責条項とか、いわゆる足切り

はあるんですか。 

 

○登里伸一委員長   農林振興課長兼農業共済課長。 

 

○農林振興課長兼農業共済課長（宮崎須次）   これにつきましては、別にございません。 

 

○登里伸一委員長   ほかに質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより委員間討議を行います。 

  何か御意見ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  議案第１０９号、南あわじ市農業共済条例の一部を改正する条例制定について、原案の

とおり可決すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙 手 多 数） 

 

○登里伸一委員長   挙手多数であります。 

  よって、議案第１０９号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 

  ⑦ 議案第１１０号 南あわじ市教育に関する事務の点検及び評価委員会条例の一部を 

            改正する条例制定について 

 

○登里伸一委員長   次に、議案第１１０号、南あわじ市教育に関する事務の点検及び評
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価委員会条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。 

  これより、質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   これは、教育総務課にというふうに変更になるわけですけれども、そ

の評価委員会というのはどういうメンバーで構成されてるんでしょうか。 

 

○登里伸一委員長   教育部次長兼教育総務課長。 

 

○教育部次長兼教育総務課長（藤岡崇文）   この点検と評価につきましては、地方教育

行政法の改正によりまして、平成２０年に法改正になりまして、この点検評価を行うとい

うことが法律で義務づけられたことによりまして、南あわじ市におきましては、平成２２

年４月に点検及び評価委員会条例というのを制定させていただいております。 

  その中で、委員につきましては、３人をもって組織するということで、学識経験者３名

を選任させていただいて、毎年点検評価を行っているところでございます。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   学識経験者３名で、何回くらい開催してるんですか。 

 

○登里伸一委員長   教育部次長兼教育総務課長。 

 

○教育部次長兼教育総務課長（藤岡崇文）   ３回程度だったと思います。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   そうすると、これが評価委員会で３回して、そういう文書として公表

されてるというふうに理解してよろしいんでしょうか。 

 

○登里伸一委員長   教育部次長兼教育総務課長。 

 

○教育部次長兼教育総務課長（藤岡崇文）   法律で、議会への報告並びに公表が義務づ

けられておりますので、文書で議会のほうにも書類を届けさせていただいていると思いま

す。また、ホームページのほうでも、ホームページではなかったかちょっとわからないん
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ですけど、いつでも公表できるような状態にはしております。 

  以上でございます。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   それは、南あわじ市で教育委員会がどういう事務をしているかという

ことで、ここに客観性、透明性をより高めるためにというふうになってますけれども、教

育に関するあらゆる面を今、ホームページでも公開してるという話でありましたが、ちょ

っと確認してほしいんですけれども、保護者に対しては何らかの形で公表しているんです

か。 

 

○登里伸一委員長   教育部次長兼教育総務課長。 

 

○教育部次長兼教育総務課長（藤岡崇文）   ちょっと今、ホームページのほう、載せて

いるかどうか確認できてないんですが、また確認しておきますが、ホームページ等で載せ

ることが一番だと思いますので、もし、ホームページで載せてなかったら、載せていきた

いというふうには考えております。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   保護者の方とか、幅広く公表するというような。 

 

○登里伸一委員長   教育部次長兼教育総務課長。 

 

○教育部次長兼教育総務課長（藤岡崇文）   今のところ、公表の仕方もいろいろあると

思うんですけども、保護者に配布してとかいうような形での公表は考えておりません。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   これから、客観性、透明性をより高めるためにということで、何らか

の形でこれから検討するということも視野に入れてるんですか。 

 

○登里伸一委員長   教育部次長兼教育総務課長。 

 

○教育部次長兼教育総務課長（藤岡崇文）   先ほども申し上げましたとおり、現在、ち
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ょっとホームページのほうの掲載を確認できてないんですけれども、申しわけございませ

んが、もしできてなければ、ホームページには載せていきたいなというふうなことは考え

ております。 

 

○登里伸一委員長   ほかに質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより委員間討議を行います。 

  何か御意見ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  議案第１１０号、南あわじ市教育に関する事務の点検及び評価委員会条例の一部を改正

する条例制定について、原案のとおり可決すべきものと決定することに賛成の方の挙手を

求めます。 

 

（挙 手 多 数） 

 

○登里伸一委員長   挙手多数であります。 

  よって、議案第１１０号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 

  ⑧ 議案第１１１号 南あわじ市いじめ問題対策連絡協議会等条例制定について 

 

○登里伸一委員長   次に、議案第１１１号、南あわじ市いじめ問題対策連絡協議会等条

例制定についてを議題とします。 

  これより、質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 
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  木場徹君。 

 

○木場 徹委員   市内で昨年、いじめというか、こういう問題になった事案というのは

どれぐらい件数があるんですか。 

 

○登里伸一委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   平成２７年１月末現在で、いじめに関する報告が上がっ

ているのは、小学校２件、中学校２件上がっております。その上がっている４件に関して

は、既に解決済みということで、学校から報告を受けております。 

 

○登里伸一委員長   木場徹君。 

 

○木場 徹委員   こういういじめがわかった場合、どういう手順でどういう解決方法と

いうのか、マニュアル的なものをちょっと示してください。 

 

○登里伸一委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   まず、いじめの発見がありましたら、学校のほうでいじ

め対応チームが動くことになっております。いじめ対応チームの調査報告を受け、また、

保護者、被害者、加害者等の指導を終えて、学校から教育委員会のほうに報告が上がると

いうことになっております。 

 

○登里伸一委員長   木場徹君。 

 

○木場 徹委員   具体的に、発生というか、わかってから解決までどれぐらい、先ほど

の２件、２件については、月数というか、日にちがかかって解決されたんですか。 

 

○登里伸一委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   今回報告が上がっている件に関しては、おおむねいろい

ろな加害者、被害者、そして保護者等、さまざまな対応、担任と生徒、それから担任から

保護者、また、生徒指導、いじめ対応チームのさまざまな関係からしますと、おおむねひ

と月の間に報告を上げていただくということになっておりますので、一報の速報を受けて

からその解決に至るまで、おおむね一週間、二週間というぐらいであります。 
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○登里伸一委員長   木場徹君。 

 

○木場 徹委員   これ、いじめっていろいろあると思うんですが、具体的にはどういう

ことで、これはいじめと認定というか、何かあるんですか。それとも、片一方の被害とい

うか、そういうされた親とか家庭から学校のほうに、うちの子がこういうことで、今、状

況はこないになっているということで対応されるんですか。 

 

○登里伸一委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   おおむね、木場委員さんのおっしゃったとおりなんです

けれども、一応、いじめの定義が示されておりまして、南あわじのいじめ防止基本方針に

おける基本的な考え方として、いじめの定義を、「いじめとは、当該児童生徒が一定の人

間関係のある者から心理的、物理的な攻撃を受けたことより精神的な苦痛を感じているも

のとする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。また、インターネットを通じて

行われるものも含む。個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行

うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする」ということになって

ます。 

 

○登里伸一委員長   木場徹君。 

 

○木場 徹委員   小学校２、中学校２は、何かＬＩＮＥとか、今言うそういうインター

ネットとか、そういうことでやられてるんですか。それとも、直接言葉とか、そういうこ

とで発生したんですか。 

 

○登里伸一委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   今回、１月末までの報告に上がっているものにつきまし

ては、インターネット等によるいじめではございません。 

 

○登里伸一委員長   小島一君。 

 

○小島 一委員   表面化したいじめの裏には、その数倍のいじめが当然あるというふう

に理解するんですけれども、そういう隠れたものとか、当然、いじめられているほう、ま

た、見ている人が相談しやすいような体制が、どんなふうにとられておるのかお聞きしま
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す。 

 

○登里伸一委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   まず、一つは各学校においては、いじめというのはどこ

の学校でも起こり得るものであるという認識のもとに、未然防止等にそれぞれ取り組んで

いただいております。心のＳＯＳをキャッチしやすい体制を各学校でもとっていただいて

いるということでございます。あと、県、市及び関係機関が設置するいじめに関する相談

あるいは通報窓口の周知を図っていくということが大切ではないかというふうに思ってま

す。 

  具体的には、南あわじ市の青少年センターのなんでも相談とか、淡路教育事務所の教育

相談窓口、ひょうごっ子悩み相談、子どもの人権１１０番、兵庫県いのちと心のサポート

ダイヤル、兵庫地域安全ＳＯＳキャッチ電話相談など、ひょうごっ子ネットいじめ情報相

談窓口など、たくさんのそういう関係機関がございますので、そういったところへの周知

を図っていくということも一つの方法と考えております。 

 

○登里伸一委員長   小島一君。 

 

○小島 一委員   いろんなそういう部分あるんやけど、やっぱり子供いうたら、大人に

対して若干、不信感があったり、相談しにくい部分もあるし、やはり一番身近な学校現場

であったり先生であったり、親、保護者であったりという、それにいかにふだんから子供

をきちんと見ていけるかというふうな、子供の変化についていけるかというふうな部分が

非常に大事になってくるんで、この条例に書かれております協議会にしろ委員会にしろ、

やっぱりいろんな学識経験者というふうな肩書の方で、果たしてどれだけ、本当に子供の

心がわかってる人がやってるんかなというのが非常に疑問やし、不安に感じるんですけど

も、この辺はどないですか。 

 

○登里伸一委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   まず、学校現場で起こるいじめが一番多いので、先生方

における学校組織挙げてのいじめの未然防止、早期発見ということについては取り組んで

いっていただきたいと思っております。 

  同時に、いじめ防止に関する連絡協議会そのものは、それぞれの関係機関がやはり責任

を持ってこのいじめの未然防止や早期発見に取り組んでいくと、それぞれの機関が責任を

持ってやっていくということと、同時に、それを連携を図らなくてはならないということ
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で、地方自治体はその連携を図るために、いじめ防止の連絡協議会を置くことができると

いうふうになっておりまして、さまざまな関係機関が責任を持って取り組む、そして、そ

れを連携して一つにまとめていくと、そういった中で取り組んでいっていただきたいと思

いますし、そういった中で、やはり子供の心の変化等も含めて、さまざまな情報共有がで

きるのではないかと考えております。 

 

○登里伸一委員長   小島一君。 

 

○小島 一委員   学校外でも、やはり書店とか量販店で数人で来て、そのうちの１人が

万引きを強要されておるであろうと思われるような場面にも出くわすようなこともあるん

ですけれども。やはり、地域も含めた中で子供のいじめに対応していかんと、なかなかい

じめをなくすとかいうことが難しいんかなというふうに思います。 

  終わっておきます。 

 

○登里伸一委員長   阿部計一君。 

 

○阿部計一委員   いじめについては、随分昔ですけども、そういう体験が家族であった

んで、参考までにお聞きするんですが、今、小島委員も言われましたけども、幾ら肩書の

ある方を協議会に設置しても、問題は現場の学校やと思うんですね。それで、今はそんな

んないと思いますが、やはり隠蔽というか、やはり学校側としたら、教育委員会にそうい

うことが漏れることを非常に恐れるというか、そういうことで、昔はけんかやいうのは一

つのスポーツみたいなものであったわけなんですよね。今、けんかやいうのは、恐らくど

こともないと思うんです。それで、そのかわりに集団でいじめる、これはもう完全な暴力

というか、許されんことですけども。これは、南中でもそういうことが再三ありました。 

  それで、隠蔽やいうことは今はないと思うけど、隠れた、先生方は絶対そういうことを

表面に出さないという、私は経験上、そういう何があるんですわ。現在はそんなことはな

いと思うんですが、どのような形でそのような隠蔽を防止するような対策を持っておられ

ますか。 

 

○登里伸一委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   まず、教育委員会としても、学校に対して、いじめはも

ちろんのこと、いわゆる体罰にしろ非違行為にしろ、さまざまなことについて綱紀粛正も

含めた部分で指導を行っております。そういった中で、今、委員さんおっしゃいますよう

に、学校の現場で、いじめなのかいじめでないのか、あるいはそういったことが起こった
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ときに教育委員会の報告を怠っているようなことが、これはあってはならないことであっ

て、学校教育指導員を中心に、学校との連携というか、連絡をとりながら、そういうこと

がないように、連絡は取り合ってやっております。 

 

○登里伸一委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   私ごとで恐縮なんですけど、そのときの管理者とか副管理者の名前は

言いませんけども、事実、うちの息子が野球部におって、私には言わなんだんですけど、

顔のはれ方とか異常やなというような、家内に言って、それで、これは問い詰めたら、集

団で暴力を受けたということで、私は私なりの解決法で、学校に乗り込んでいったと。 

  それで、行ったときに対応の仕方が、これはもちろん医者の診断書もとってきて行った

ら、相手の６人ここへ呼んでくれと言うたところ、授業中やから呼べませんと言うんで、

それやったらわしは今から警察に行って、事件にするぞということを言うてしたら、校長

室へ６人を呼んで、それで話を聞きよったら、大事な県大会があるから、息子もちょうど

法事で休んどったということで、そういうことがあったんで、僕らもそういうことでどつ

いたということを、子供自身がそういうことを言ったんです。 

  そのリーダー格がしっかりした子で、ほんなら、うちのほうも、そんなことがあったん

か、それはいかんこっちゃのということで、けど、集団でたたくやいうことは、これはあ

かんぞと、今度、おっちゃんの耳にそんなこと入ったら承知せえへんぞと。野球部の子や

ったんです。それで、それやったらもう今回はこれでええよと、話をしたんです。 

  ところが、そこで先生が、いや、これは阿部さん、保護者に言うてどうこうと話があり

まして、それで、保護者にって、これはもう、わしは話をしにきて済んどんのよって、も

う加害者の親に会うやいうことはせえへんぞと、これで済んどんのやということを言って、

ほんで、そういうもう済んだことを、今から事件にするようなことを先生方や管理者が、

そういう経験があるんですよ。 

  ほんで、うちも野球部の中心の子がおったんで、これはもう、おっちゃんも言いたいこ

と言ったし、野球部やめさすわと言うたら、その子、しっかりした子で、いや、これはお

っちゃん、僕らが悪かったよって、今度からちゃんとするよって、やめられたら弱るとい

う、しっかりしたリーダーの子が言って、それでもう話も済んで、最後まで野球もしたん

ですけどね。 

  そのときのやっぱり対応の仕方というのが、先生というのはほんまに、そういう話がつ

いたことをまた話にするというような、ほんま、そういうことがあったんですよ。ですか

ら、何か、あれだけの集団でやっとることがわからんはずもないし、廊下の中でやったと

いうことで。そういうことを全然、隠蔽していたということで、それからほんまに、中学

校の先生というのは私も不信感持っとんのですけどね。 
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  そういうことがあったんで、隠蔽作戦があるやいうことは言うてけえへんので、やっぱ

りそういう先生方の事故が起きたときに、やっぱり現場がはっきりとした、しっかりした

対応をせなんだら、何ぼ立派な教育委員会をつくっても、それは事件があってからのこと

でね。それはあってからじゃもう遅いんですんで。そういうことで、そういう何をやっぱ

り、隠蔽ということを徹底して指導するように、これは教育長、一回答弁お願いします。 

 

○登里伸一委員長   教育長。 

 

○教育長（岡田昌史）   今のこのいじめの問題というのは、先ほど廣地課長からもあり

ましたように、基本的にはどこの学校でもあるんやと、こういう認識で、もちろん先生に

は当たってほしいということを常に申し上げております。 

  特に今、生徒自身がこのいじめに対する思いといいますか、活動していただきたいとい

うこともお願いしてます。要は、先生よりも、周りにおる生徒がやっぱり目にすることが

多いと思います。ですから、傍観者にならないと、あくまでも、今までは何か、しゃべっ

てしもうたら、また後でどうのという、何かことがかえって大きくしていったんかなとい

う感じもします。 

  ですから、生徒自身が傍観者にならないようにと、もちろん、先生方には私も常に申し

上げとるのが、とりあえず朝一番、子供の顔を全部見てくれと。やっぱり子供の顔色を日

に日に見とったら、何かおかしいというのはすぐにわかるはずやと、そういうことを常に

申し上げております。 

  ですから、今回のこの条例制定にあっては、あくまでもこの二つの委員会といいますか、

問題対応委員会と調査委員会、こんなの開くことになればもう大変な事態なんですよね。

ですから、いかに取り組んでいくかというのは、おっしゃっておりますように、先生方の

強い思いと、子供たちもともにそういういじめをなくす取り組みといいますか、そういう

ことをやっていかないとなかなか減っていかないかなと、こんな思いです。 

  ですから、我々としても、この条例自体は、これを活用するやいうことがあってはなら

んという思いで日々、いじめのないような学校にしていきたいと、このように思っており

ます。 

 

○登里伸一委員長   阿部計一君。 

 

○阿部計一委員   私らも、それはそういういじめた側にも、今もその子は立派に成長し

ておつき合いしてますけども、加害者側にもそういう、立派といった表現はおかしいけど

も、中学生やけどもしっかりしとんなと、それは、部をやめんとどないぞ続けさせてとい

うようなことを、そこまで言うような学生もおるわけよな。その中で、その当時、校長や
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副校長が何か今からまた事件にするやいうような、それはやっぱり、そういう面で加害者

側にも配慮するというか、そういう、その子には感謝しとるというか、今はそない思うて

ます。 

  そうですから、教育長、そういうようなことを含めて、やられる側にも確かに非はある

と思うんで、加害者についても配慮するということもやっぱり大切にしてほしいなと、そ

れだけ言って、もう終わります。 

 

○登里伸一委員長   ほかに質疑ございませんか。 

  吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   先ほどの早期対応というか未然防止という話がありましたけれども、

今、そういう中でスクールカウンセラーとかいう役割が大変大事だと思いますが、今、南

あわじ市でスクールカウンセラーの配置というのはどういうふうになっているんでしょう

か。 

 

○登里伸一委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   スクールカウンセラーにつきましては、中学校は全校配

置、小学校につきましては、現在、２校に配置をしまして、そこを拠点に他校にも要望に

応じて行っていただいているというのがスクールカウンセラーの状況でございます。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   今は、全中学校に１人ですか。 

 

○登里伸一委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   そうです。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   そして、小学校は２校に２人がいて、それで順次巡回するというか、

定期的に各学校を訪問して、相談を受けるというような体制になっているんでしょうか。 

 

○登里伸一委員長   学校教育課長。 
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○学校教育課長（廣地由幸）   小学校のほうは、１校に拠点を置いて、兼務する学校は

幾つか、３校、４校でスクールカウンセラーとして、要請があればその兼務する学校にも

行くという形です。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   この２校の拠点学校というのは、どこになるんでしょうか。 

 

○登里伸一委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   現在、八木小学校と福良小学校でございます。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   その八木小学校と福良小学校に常にいて、何か３校か４校かけ持ちと

いうような印象を受けるわけですけれども、やはり全ての、これも小学校で配置するとい

う考え方はどうなんでしょうか。 

 

○登里伸一委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   スクールカウンセラーの設置については、県費のほうで

やっていただいている事業でございまして、市独自のスクールカウンセラー等については

今後、検討していく余地があるのかなというふうに思ってます。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   市は、特に臨時教員、市単独で採用しているというところもあるんで

すけれども、やはり未然防止という観点から言えば、やはり全小学校にもスクールカウン

セラーの配置というのは必要やと思いますので、ぜひ、さらに検討していただきたいと思

います。 

  それと、もう１点よろしいでしょうか。先ほど、相談機関としていろいろ挙げられてお

りましたけれども、南あわじ市青少年育成センターなんでも相談というところがあります

けれども、ここらの相談件数というのはどうなってるんでしょうか。 
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○登里伸一委員長   生涯学習文化振興課付課長。 

 

○生涯学習文化振興課付課長（川上洋介）   月、火、金に先生が配属されまして、大体

月一、二件程度の相談件数でございます。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   先生のＯＢが配属されてるのかなと思うんですけれども、何か、なか

なか相談件数が少ないように思うんですけど、そこら辺はどういうふうに判断されてます

か。 

 

○登里伸一委員長   生涯学習文化振興課付課長。 

 

○生涯学習文化振興課付課長（川上洋介）   相談業務については、年数で若干違うんで

すけども、県のほうの、兵庫県のいじめ相談室等もあったりして分散しておりますので、

南あわじ市の市内においてはそういった件数になってくるんですけれども、若干、うちの

ほうとしても、そのなんでも相談業務というところの周知してないところもあるんかと思

いますが、今後、そういったところも十分対応していきたいと思ってます。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   それと、今言われた県でもいじめの相談窓口があるというふうに言わ

れておりましたけれども、そこらで南あわじ市の方が相談に行ってるとかいう情報交換と

いうのはあるんですか。 

 

○登里伸一委員長   生涯学習文化振興課付課長。 

 

○生涯学習文化振興課付課長（川上洋介）   県民局のほうで、淡路島全体の連携はとれ

てるんですけども、今、吉田委員さんが言われましたように、県全体、県のほうからの南

あわじ市の相談件数というのは、ちょっと私、今、把握しておりません。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   そうすると、南あわじ市で相談に行かれた方がいたとして、そこら辺

がこういうことで相談来ましたよというような情報交換というのは、これまでされたこと
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がないと。 

 

○登里伸一委員長   生涯学習文化振興課付課長。 

 

○生涯学習文化振興課付課長（川上洋介）   はい。県には報告しますので、県からの資

料は各市におりてきておりまして、淡路島全体での３市での相互交換は行っております。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   そこら辺は、やはりきめ細かさで、南あわじ市のいろんな、先ほど相

談窓口がたくさんあるというふうなことを言われましたけども、やはり情報交換をして、

事前にキャッチしていくということが必要ではないかなと思うんですけど、どうなんでし

ょうか。 

 

○登里伸一委員長   生涯学習文化振興課付課長。 

 

○生涯学習文化振興課付課長（川上洋介）   確かにそうやと思います。現在も、とりあ

えず電話相談以外に対面的な相談も、重要な部分については行っております。また、これ

からこういったいろんな、先日の川崎の事件等もありましたので、ことしの前半からそう

いった部分も強化していこうということで、今、検討していますので、御了承願います。 

 

○登里伸一委員長   ほかに質疑ございませんか。 

 

（発言する者あり） 

 

○登里伸一委員長   それじゃ、暫時休憩いたします。 

  再開は午後１時といたします。 

 

（休憩 午後 ０時００分） 

 

（再開 午後 １時００分） 

 

○登里伸一委員長   再開します。 

  午前中の阿部委員の発言のうち、不適当と思われる部分については、後刻記録を調査の

上、委員長においてしかるべく措置することにいたします。 
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  それでは、午前中に引き続きまして、議案第１１１号、南あわじ市いじめ問題対策連絡

協議会等条例制定についてを議題とします。 

  質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   この協議会での条例で、三つの協議会、さらに二つの委員会を立ち上

げるようになってますけれども、この役割分担についてお伺いいたします。 

 

○登里伸一委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   まず、いじめ対策協議会につきましては、基本的には関

係機関が集まって、それぞれの役割の中でいわゆるいじめ防止に取り組むと、その連携を

図る会を連携協議会というふうに位置づけております。これは、いじめ防止対策推進法に

おける第１４条において位置づけられております。 

  また、重大事態への対処ということで、重大事態が起こった場合に調査というのが、基

本的には教育委員会、または学校が調査の主体となるんですけども、必ずしも学校主体の

調査が十分な結果を得られない、そういうふうに判断する場合は、また、あるいは学校の

教育活動に支障が生じるおそれがあるような場合には、市の教育委員会の附属機関である

今回、条例に定めてあります南あわじ市いじめ問題対応委員会が調査を行うということに

なります。 

  重大事態が起こったときに、教育委員会の附属機関として位置づけているいじめ問題対

応委員会が調査を行うと、この調査結果につきましては、教育委員会にもちろん報告があ

り、市長にも報告をするということになっております。 

  この調査結果を踏まえた上で、なおかつ調査結果を報告を受けた首長は、この結果を踏

まえた措置について、さらにまだ必要があると認めるときには南あわじ市いじめ問題調査

委員会に諮問し、再調査を行うと。すなわち、このいじめ問題調査委員会も、いわゆる附

属機関ということで、諮問機関ということで、再調査を行い、首長にその結果を報告する

という形になっております。 

  三つの連絡協議会、あるいは委員会につきましては、以上のような役割を担っておりま

す。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   それで、いじめ対策推進法、国が決めた法律の中で、いじめ、いわゆ
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る加害者といいますか、そういう子が学校に来るということで不安を感じる場合、出席停

止などの措置ができるような条文もあるようですけれども、そういうのはどこで決めてい

くんでしょうか。 

 

○登里伸一委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   出席停止等につきましては、学校長並びに教育委員会の

ほうで判断をさせていただくということになります。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   そしたら、市長の附属機関でいろいろ調査をする、それは大津のいじ

め問題があって、透明性に欠けると、隠蔽的なところがあったということで、市長の諮問

で調査委員会を立ち上げるということで、透明性を図るという意味合いがあるんでしょう

か。 

 

○登里伸一委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   専門的知識及び経験を有する第三者で構成して、調査の

公平性や中立性をやはり確保していくということでございます。 

 

○登里伸一委員長   ほかに質疑ございませんか。 

  阿部計一君。 

 

○阿部計一委員   これは、直接いじめには関係ないと思うんですが、私はそれも関係し

てくるんじゃないかと思いますのでお尋ねしますが、今、中学校の先生方、そういう子供

さんを前に教壇に立つ場合は、その服装とか、その辺については、何ら制約はないわけで

すか。 

 

○登里伸一委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   年度当初の小中学校校長会において、教職員の服装ある

いは接遇ということで、一定の指導はさせていただいております。 

 

○登里伸一委員長   阿部計一君。 
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○阿部計一委員   これも古い話になるんですけど、私もそういう授業参観も行ったこと

あるんですけど、生徒には非常に厳しい、服装とか、前がちょっと女の子なんか、胸が開

き過ぎやとか、そういうことも指導されるんですが、自分自身はどうかというと、たまた

ま体育の後の授業参観をしたんですけども、数学だったと思うんですが、頭はザンバラで

スリッパで、もうトレパンはいて、それはスポーツ活動やった中で体育の教育課程で、授

業で、その後の授業というんですけど、それを見てまして、これは、こういうような、仮

にも先生と呼ばれる立場の中で、教師がこういう態度で子供が言うこと聞くんかなと、そ

れ以来授業参観に行かんようになりましたけども。今はそんなことないんですか、もうス

リッパであろうが、ノーネクタイであろうが、体育が済んだら後、トレパンで授業しよう

が、別にそれは関係ないんですか。 

 

○登里伸一委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   接遇態度については指導しておりまして、今おっしゃる

ようなスリッパとか、着がえをしないとか、そういうことはないと思っております。もち

ろん、クールビズ等、県教育委員会あるいは市役所のほうも、いつからいつまではクール

ビズのスタイルですよというふうな話はさせていただいております。 

 

○登里伸一委員長   阿部計一君。 

 

○阿部計一委員   当然、私も、それはもう二十何年も前の話ですけども、今はそんなこ

とはないと思うけど、やっぱりそういう先生方の姿を見て、生徒がやっぱり育っていくん

で、やっぱりそういう先生方の態度、服装の乱れとかいうようなこともいじめにも影響す

るんじゃないかと思いますので、そういうことのないようにお願いしたいと思います。も

う、答弁結構です。 

 

○登里伸一委員長   ほかに質疑ございませんか。 

  吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   提案説明の中で、南あわじ市のいじめ防止基本方針というのが策定さ

れていると思いますが、こういうのもホームページなり保護者に配布とかいうのはされて

るんでしょうか。 

 

○登里伸一委員長   学校教育課長。 
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○学校教育課長（廣地由幸）   まだ現在のところ、そこまでは至っておりません。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   今後の方針というのは。 

 

○登里伸一委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   今回の条例もこの議会で通りまして、そういった中で、

オープンに公開していきたいというように思っています。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   ぜひ、保護者にもこういう基本方針を、本来ならこういうことを南あ

わじ市が考えてますよというようなことを説明する機会があればいいと思いますし、やは

りこういうことで、南あわじ市が取り組んでいるという姿勢をぜひ見せていただきたいと

思いますが、機会あるごとにお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

○登里伸一委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   平成２７年、新しい年度がスタートしましたら、そうい

う機会があれば、また機会を設けて南あわじ市いじめ基本方針について、関係の皆さんに

も御説明をする機会を多く設けて説明していきたいというふうに思います。 

 

○登里伸一委員長   質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより委員間討議を行います。 

  何か御意見ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○登里伸一委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  議案第１１１号、南あわじ市いじめ問題対策連絡協議会等条例制定について、原案のと

おり可決すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙 手 多 数） 

 

○登里伸一委員長   挙手多数であります。 

  よって、議案第１１１号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 

  ⑨ 議案第１３４号 南あわじ市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件 

            に関する条例を廃止する条例制定について 

 

○登里伸一委員長   次に、議案第１３４号、南あわじ市教育委員会教育長の給与、勤務

時間その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例制定についてを議題とします。 

  これより、質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより委員間討議を行います。 

  何か御意見ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 



 

－ 53 － 

○登里伸一委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  議案第１３４号、南あわじ市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関

する条例を廃止する条例制定についてを原案のとおり可決すべきものと決定することに賛

成の方の挙手を求めます。 

 

（挙 手 多 数） 

 

○登里伸一委員長   挙手多数であります。 

  よって、議案第１３４号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 

  ⑩ 議案第７６号 平成２６年度南あわじ市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 

○登里伸一委員長   次に、議案第７６号、平成２６年度南あわじ市国民健康保険特別会

計補正予算（第２号）を議題とします。 

  これより、質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   歳出の５０ページ、特定健康診査等事業費で、特定健康診査委託料と

いうのが減額されております。これは、特定健康診査というのは、具体的にどういうもの

かというのと、減額になった理由についてお尋ねいたします。 

 

○登里伸一委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   特定健康診査委託料と申しますのは、各医療保険者に義務

づけられております特定健診、４０歳から７４歳までの方の健診に係る経費でございます。

これが減額になっておりますのは、当初５,０００人の受診を見込みまして予算を立てて

おりましたが、実際には４,６４１人の受診でございましたので、その分の減額でござい

ます。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   それで、これ、委託料となってますが、委託先はどこになってるんで

しょうか。 

 



 

－ 54 － 

○登里伸一委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   厚生連というところでございます。兵庫県農業共済連合会厚

生連でございます。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   いわゆる町ぐるみ健診における委託料とは、また別のことになるんで

しょうか。 

 

○登里伸一委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   国民健康保険の被保険者に係る分の委託料でございます。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   人数が予想より少なかったということで、２６年度は保健指導未受診

者対策委託料というのもありますけれども、そこら辺で受けられなかった方に指導すると

いうようなことがあるわけですけれども、それで人数がふえるというようなことはあるん

でしょうか。 

 

○登里伸一委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   申しわけありません。未受診者対策の委託料のことでしょ

うか。平成２６年度は、国の事業を利用いたしまして、未受診者対策を行いました。平成

２５年度に健診を申し込まれなかった方に対して、５,９６２名に対しましてリーフレッ

トを送り、そのうち２,８１３人に対しまして、電話の勧奨と訪問をいたしました。その

結果では、１７０人健診者がふえております。２５年度から２６年度にかけまして、１８

０名程度の受診者がふえておりますので、効果はあったのかとは思っております。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   効果があってふえたということですけども、実質、その予算の段階で

少し人数を、見込みというのはどういう形でされてたんですか。 
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○登里伸一委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   予算の段階では、この５,０００人置いたという部分で、

５,０００人程度の受診を見込んでおりました。でも、実際にはそれだけなかったという

ことでございます。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   それで、先ほど言ったこの未受診者対策という形で百何十人か、１８

０人ふえたということですけれども、それは４,６４１人の中に反映してるというふうに

理解してよろしいんでしょうか。 

 

○登里伸一委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   そういうことでございます。 

 

○登里伸一委員長   ほかに質疑ございませんか。 

  印部久信君。 

 

○印部久信委員   ４７ページの５款１項１目療養給付費等交付金で、３９億円余りの中

の交付金の３,２３０万円が増額されておりますが、これについてちょっと説明いただけ

ますか。 

 

○登里伸一委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   この療養給付費等交付金は、南あわじ市の被保険者のうち

退職者医療に該当する方に対する交付金でございます。 

  歳出のところで、４９ページに療養諸費の退職被保険者等療養給付費２,３５０万と、

その下の高額療養費のところで８８０万増額しておりますので、その分を交付金として計

上しております。 

 

○登里伸一委員長   印部久信君。 

 

○印部久信委員   それと、４９ページの７款１項１目の高額医療費共同事業医療費の拠

出金の１億５,０００万余りの、これについてちょっと説明してくれますか。 
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○登里伸一委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   この７款の共同事業拠出金と申しますのは、県内で行って

おります再保険制度でございます。そのうちの８０万以上のレセプトに対しまして共同で

行っておりますのが、この高額医療費共同事業医療費でございます。その下の保険財政共

同安定化事業が３０万以上８０万までのレセプトのうちの８万以上の額に対する共同事業

でございます。 

 

○登里伸一委員長   印部久信君。 

 

○印部久信委員   これ、今言われましたけれど、このレセプトというのは、１カ月の医

療費ですか、それとも年間を通じてですか。 

 

○登里伸一委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   医療機関ごとの１カ月に１枚のレセプトが作成されますの

で、１カ月ごとでございます。 

 

○登里伸一委員長   印部久信君。 

 

○印部久信委員   結局、そうしますと８０万円以上のレセプトと３０万円以上８０万円

までのレセプト、これ、件数はどれぐらい出てますか。 

 

○登里伸一委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   申しわけありません。件数の資料は持ち合わせておりませ

ん。 

 

○印部久信委員   そしたら、また後刻。 

  終わっておきます。 

 

○登里伸一委員長   ほかに質疑ございませんか。 

  吉田良子君。 

 



 

－ 57 － 

○吉田良子委員   先ほどの未受診者対策の関係ですけれども、先ほどの答弁では、効果

があったということですけども、何か、２７年度はそういう予算が組まれてないようにも

思うんですけど。もうそれは実施しないということになるんですか。 

 

○登里伸一委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   ２６年度に実施をして、何回も何回も同じ方にまたリーフ

レットを送るよりも、また少し期間をあけてするほうが効果的かなと思いまして、２７年

度は見送っております。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   そしたらもう、それはもう計画的に２年ごととか３年ごととかいうよ

うな市の考え方なんですか。 

 

○登里伸一委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   この国の事業がいつまで続くのかということもありますが、

今の考えでは、２年、３年ごとぐらいにすれば一番よいのかなとは思っております。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   私の知り合いも電話がかかってきて、そう強制的な対応の電話ではな

かったので、自分はほかの病院で検査を受けているので、あえてそういうところ、町ぐる

み健診とか行かないけども、そういう市としては余り強制的な言葉でなかったのでという

ような安心感もあったようなんですけれども、やはり医療費を抑えていくというか、そう

いう意味では、町ぐるみ健診を受けていただいて、後のフォローをしていくというのは大

切な事業なのではないかなという思いがあって、できたら毎年実施してほしいなというよ

うなことを考えるんですけども。 

 

○登里伸一委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   委員おっしゃることももっともだと思います。この事業と

は別に、これは２５年度からでしたが、国保連合会のほうでも同じような事業がございま

す。それは、健診に申し込んでいて、実際、受診されなかった方に対しても同じような電
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話をしております。これは、来年度も国保連合会で事業があれば申し込む予定でございま

す。 

 

○登里伸一委員長   ほかにございませんか。 

  印部久信君。 

 

○印部久信委員   ちょっと先ほどの質問の続きですが、ちょっとあがってしまって聞か

んなんやつを忘れとったんで、もうちょっと聞きたいんですが。これ、レセプトなんです

が、８０万円以上で、これ、月額最高何ぼぐらいまで出てますか。 

 

○登里伸一委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   私が記憶している範囲では、８００万円ぐらいのレセプト

がございました。 

 

○登里伸一委員長   印部久信君。 

 

○印部久信委員   それとこれ、いろいろ種類はあると思うんですが、おおむねどういう

ような疾病に対して、これ、このような高額医療費が出てきますか。 

 

○登里伸一委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   １００万円以上のレセプトの疾病を最近調べたことがある

んですが、心筋梗塞であったり動脈硬化、骨折、あと、悪性腫瘍、そういうところが多か

ったかと思います。 

 

○登里伸一委員長   印部久信君。 

 

○印部久信委員   先ほど課長が言いました８００万か何か言ってましたけれども、透析

患者の場合はどこへ入るんですか、ここへ入るんですか。透析患者の場合は、どこから支

払いをしとるんですか。 

 

○登里伸一委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   透析患者さんを特定して、ここで払うというのはございま
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せん。大体、月に３０万から４０万程度でございますので、入るとすれば、保険財政共同

安定化事業のほうに入ってくるかなとは思います。 

 

○登里伸一委員長   印部久信君。 

 

○印部久信委員   ということは、この６億３千何ぼというところから支払いされとるん

ですか。 

 

○登里伸一委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   これは共同事業でございますので、拠出して、そのかかっ

た分の５８％ぐらいが交付金として返ってくるという部分でございますので、実際には医

療給付費のほうの保険給付費の療養諸費、その方が一般でございましたら、一般被保険者

の療養給付費であり、退職者でありましたら、その退職者医療給付費、または高額療養費

のほうで支給されます。 

 

○登里伸一委員長   印部久信君。 

 

○印部久信委員   これ、国保の関係ですので、市内の透析患者数というのは担当課長の

ところでは把握はできてないかと思うんですが、国保の関係で、透析を受けとる患者数は

どれぐらいありますか。 

 

○登里伸一委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   月々変動いたしますが、大体、４５名程度でございます。 

 

○登里伸一委員長   印部久信君。 

 

○印部久信委員   国保の場合の加入者が１万６,０００か７,０００というて、３分の１

ぐらいですから、社会保険とかほかの保険の関係でも、当然、透析を受けとる患者がおる

と思うんですが、担当課長のほうでは、市内のほうの患者数は把握はできてませんか。 

 

○登里伸一委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   申しわけありません、できておりません。 
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○登里伸一委員長   ほかに質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより委員間討議を行います。 

  何か御意見ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  議案第７６号、平成２６年度南あわじ市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）を原

案のとおり可決すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙 手 多 数） 

 

○登里伸一委員長   挙手多数であります。 

  よって、議案第７６号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

  ⑪ 議案第７７号 平成２６年度南あわじ市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２ 

           号） 

 

○登里伸一委員長   次に、議案第７７号、平成２６年度南あわじ市後期高齢者医療特別

会計補正予算（第２号）を議題とします。 

  これより、質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○登里伸一委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより委員間討議を行います。 

  何か御意見ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  議案第７７号、平成２６年度南あわじ市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）を

原案のとおり可決すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙 手 多 数） 

 

○登里伸一委員長   挙手多数であります。 

  よって、議案第７７号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

  ⑫ 議案第７８号 平成２６年度南あわじ市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 

○登里伸一委員長   次に、議案第７８号、平成２６年度南あわじ市介護保険特別会計補

正予算（第２号）を議題とします。 

  これより、質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   ６８ページの介護サービスの関係で、施設介護サービスが１億４,０

００万円減額してる理由については、八木病院に療養型施設があったのが、２６年８月に

廃止されたという話がありました。そういうことになりますと、そこにいる方というのは

どういうふうな対応になっているんでしょうか。 

 

○登里伸一委員長   長寿福祉課長。 
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○長寿福祉課長（大谷武司）   療養型につきましては、２０床ございました。その中で

３名程度については、施設のほうに移られたというようなことを聞いております。あとの

方々につきましては、そのまま医療入院ということで、そこにいてるというふうに伺って

おります。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   その３名の方は、別の特別養護老人ホームに入所という話だったと思

うんですけれども、それはもう介護、どの程度の介護だったんでしょうか。 

 

○登里伸一委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   申しわけありません。要介護度幾らというのは、ちょっ

と確認しておりません。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   医療系に移ったということで、あとの方々は八木病院にいるというこ

とであったのですが、実際そういうふうに、こういう施設が減るということは、今でも特

養の待機者が多い中で、それに輪をかけたような形になってるんですけど、なぜ療養型で

継続して実施されなかったのかということについてお伺いします。 

 

○登里伸一委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   申しわけありませんが、そのあたりの閉設に至ったいき

さつについてはお伺いしてないわけでございますが、方針として、いわゆる医療を施すこ

とが必要となったというふうなことを推測いたします。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   国のほうは療養型病床群を減らしたいという意向があって、病院も経

営の問題もあってそういうふうになっていったのかなというふうに思うんですけれども、

減るというのは特養の待機者にさらに追い打ちをかけるというようなことになったかと思

うので、それはそれで残念なことであります。 

  それで今、この施設サービスで神代のほうに開設で今、工事が進められておりますが、
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それは予定どおりオープンの運びに全室なるんでしょうか。 

 

○登里伸一委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   進捗状況のほうをお伺いしましたところ、４月２０日ご

ろから入所開始を進めたいというふうにお伺いしておりますが、ただ、委員御心配のとお

り、なかなか介護士の補充が難しいというようなことから、介護士の数に応じた人数でも

って開所していくというようなことを伺っております。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   以前そういう話を施設関係者からも伺いましたけれども、手がそろわ

ない、手がそろったところから順次、部屋をという話がありましたけれども、今何床、２

９床だったと思うんですけども、どれぐらいの人数の確保というのはできてるんですか。 

 

○登里伸一委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   ２９床ということで、３ユニットということでございま

すが、大体、３分の２の職員は確保ができたというふうに伺っておりますので、約２ユニ

ット、２０人程度が当初から入所可能になるというふうに思います。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   そこら辺は、せっかく施設ができても、オープンしても、全室が介護

職員の関係で埋まらないというようなことは、市としても何か対策を考えないと、待って

る人から見れば、何でという話になってくると思うんですけど、そこら辺、副市長、どう

でしょうか。 

 

○登里伸一委員長   副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   マンパワーの確保については、プロポーザルのときに、しかと

こちらのほうからも確認いたしておりまして、責任を持ってマンパワーを確保するという

ことでございましたので、選定をいたしておりますので、そんなことはないと私は信じて

おります。 
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○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   今、副市長はそういうような話でしたが、現実問題としては、２９床

のうち２０床しかオープンの運びにならないというようなことになってるんですけども。

やっぱり、現実を見据えて対応が必要ではないんでしょうか。 

 

○登里伸一委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   ただいまの職員の補充につきましては、新採用というこ

とで、すぐにその入所者の介護には当たることが危険であるということから、徐々に新採

用の方を研修しながら、一定の期間することによって、フルオープンというような流れに

なるというようなことを聞きました。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   この施設は、高校生が新しく３人、新規で入るという話も聞いており

ます。関連した八木にある太陽の家、そこらで研修するというようなことになるんかなと

思うんですけれども、しかし、オープン時に間に合わないというようなことは、それはそ

れで、契約でのプロポーザルでのあり方についても、ここで問題が出てくるんではないん

でしょうか。 

 

○登里伸一委員長   健康福祉部長。 

 

○健康福祉部長（馬部総一郎）   その辺については、再度確認をしてみたいと思います。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   現実問題、なかなか厳しい話かなというふうに思います。 

  次に、榎列も計画されておりますけれども、それはもう、秋にオープンというのは確実

でいいんでしょうか。 

 

○登里伸一委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   ただいまの予定でおりますと、１０月ということでお伺

いしております。 
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○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   ここも手広く、洲本市を中心に事業展開しておりますけれども、なか

なか介護職員の補充というのが難しいような話も聞いておりますけれども、そこら辺の情

報というのは入ってるんでしょうか。 

 

○登里伸一委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   こちらのほうにつきましては、いわゆる医療施設、いろ

いろございまして、スケールメリットを生かしたそのときに、フルオープンというような

ことをするというように聞いております。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   早く事業者との会合も重ねて、開設時にはもうフルオープンできると

いうようなことを、ぜひ早くからしていただきたいというふうに思います。 

 

○登里伸一委員長   答弁よろしいですか。 

  ほかに質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより委員間討議を行います。 

  何か御意見ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 
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  議案第７８号、平成２６年度南あわじ市介護保険特別会計補正予算（第２号）を原案の

とおり可決すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙 手 多 数） 

 

○登里伸一委員長   挙手多数であります。 

  よって、議案第７８号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 

  ⑬ 議案第７９号 平成２６年度南あわじ市産業廃棄物最終処分事業特別会計補正予算 

           （第２号） 

 

○登里伸一委員長   次に、議案第７９号、平成２６年度南あわじ市産業廃棄物最終処分

事業特別会計補正予算（第２号）を議題とします。 

  これより、質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  木場徹君。 

 

○木場 徹委員   手数料が２,１５０万減っておるんですが、これの要因としては、ど

ういうことで減額されたんですか。 

 

○登里伸一委員長   生活環境課長兼衛生センター所長。 

 

○生活環境課長兼衛生センター所長（北口 力）   手数料が減額となったということの

御質問でございます。当初予算では、６万６,０００トン、チケットの販売を見込んでお

りましたが、見込みとしまして、５万６,０００トンとなる見込みで、１万トンの減少と

なっております。その中で、チケット販売につきましては、瓦くず、建設廃材、残土と３

種類ございまして、その中で一番大きく変動、減少しましたのが土砂でございます。土砂

が当初、４万５,０００トン計画しておったのですが、見込みとしまして２万５,０００ト

ンという試算になってございます。 

  以上が、減少した要因と考えられます。 

 

○登里伸一委員長   木場徹君。 

 

○木場 徹委員   この建設残土については、どういうことでこういうふうに、約半額の

残土の量になったんですか。何か公共事業とか、そういうのが減って、こういう要因であ
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ったんですか。それとも何かほかに特殊な要因があったんですか。 

 

○登里伸一委員長   生活環境課長兼衛生センター所長。 

 

○生活環境課長兼衛生センター所長（北口 力）   今回、２６年度の４月以降、推意し

ましたら、例年より少ない土砂の搬入量でありました。それで、考えられるのは、民間、

倭文に土砂の処分場がございます。そこへ何ぼか行ったのではないかと。それと、なお公

共工事の発注しとる数量ですね、それについても減少したのかなと推意しております。 

 

○登里伸一委員長   木場徹君。 

 

○木場 徹委員   民間と建設残土の場合、この南あわじ市の産業廃棄物処分場との手数

料については、どのぐらいの差があるんですか。 

 

○登里伸一委員長   生活環境課長兼衛生センター所長。 

 

○生活環境課長兼衛生センター所長（北口 力）   産業廃棄物処分場の土砂の手数料は、

税抜きで１,１００円でございます。民間の倭文の処分場は１,０００円となっております。 

 

○登里伸一委員長   木場徹君。 

 

○木場 徹委員   １００円の差があって減っているということなんですが、これは、手

数料を民間と並べるような考え方はないんですか。 

 

○登里伸一委員長   生活環境課長兼衛生センター所長。 

 

○生活環境課長兼衛生センター所長（北口 力）   以前にも委員会等で手数料の改正は

ないかという御質問がございました。ただ、今も基金、幾らかなっている状況でございま

すが、処分場、後１０年、処分場が存在するわけで、その後にまたいろんな、最終に山に

戻すということなんですが、最終的には基金も要るかなということで、今現在、委員おっ

しゃる手数料の改正につきましては、担当課としましては、特に考えておりません。 

 

○登里伸一委員長   木場徹君。 

 

○木場 徹委員   それから、支出のほうで、処分場の維持管理工事が３００万減になっ
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てますけど、これは、この理由についてと、跡地というか、処分場の災害とかそういう関

係は大丈夫なんですか。 

 

○登里伸一委員長   生活環境課長兼衛生センター所長。 

 

○生活環境課長兼衛生センター所長（北口 力）   工事費の減額理由ですが、廃棄物搬

入量減少に伴い、施工範囲ですね、のり面工事とか、あと、土工の関係で、排水溝も当然

減りましたので、その要因が減額の理由でございます。 

 

○登里伸一委員長   木場徹君。 

 

○木場 徹委員   工事費が減っても、そういう災害発生とか、そういうものには対応で

きているという考え方でよろしいですか。 

 

○登里伸一委員長   生活環境課長兼衛生センター所長。 

 

○生活環境課長兼衛生センター所長（北口 力）   現場での災害発生の対応のことをお

っしゃっとるんですかね。現場につきましては、２割５分の安定勾配で施工しております。

それから、雨水対策ですね、それにつきましても、縦排水、横の排水なりしておるんで、

災害対応については安定していると理解しております。 

 

○登里伸一委員長   木場徹君。 

 

○木場 徹委員   積み立てが６９０万、積立金が減っておるんですが、今現在、３月末

でどのぐらいの積立金があるんですか。 

 

○登里伸一委員長   生活環境課長兼衛生センター所長。 

 

○生活環境課長兼衛生センター所長（北口 力）   平成２６年度末現在ですが、５億６,

９１０万７,０００円でございます。 

 

○登里伸一委員長   木場徹君。 

 

○木場 徹委員   この積立金の基金の目的と、今まで何かこういう支出があったんです

か。その辺、わかりますか。 
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○登里伸一委員長   生活環境課長兼衛生センター所長。 

 

○生活環境課長兼衛生センター所長（北口 力）   基金につきましては、取り崩しとか

は聞いておりません。目的ですが、要は、先ほど言いましたように、後１０年間埋め立て

するに当たって、あと、埋め立てが完了しますと、モニタリングというのが要ります。２

年間、法律に基づいて監視するわけでございまして、それが安定していなければ、排水対

策なり、何らかの措置が要るという認識でございます。 

  今、何にどない使うというのは具体的には申し上げられませんが、完了後も何がしの費

用が要ると、あとまだフェンスとかも設置しておりますので、それらも老朽化していくの

ではないかというようなことで推測しております。 

 

○登里伸一委員長   木場徹君。 

 

○木場 徹委員   そうすると、今のところ、これという支出の予定は、完成まではない

と、だんだんと積み立てをふやしていくと、そういう考え方ですか。 

 

○登里伸一委員長   生活環境課長兼衛生センター所長。 

 

○生活環境課長兼衛生センター所長（北口 力）   おおむね黒字になるかと思いますの

で、黒字になればふえていくかなというように推測しております。 

 

○登里伸一委員長   木場徹君。 

 

○木場 徹委員   まだ１０年間行けるというような余裕もあるんですが、考え方として、

これが満杯になったときには、もう民間でこういうことをやるんか、それとも瓦の関係と

か、公共事業の残土の話とかあるんで、次の候補地なんかも当たる、そういう考え方はあ

るんですか。 

 

○登里伸一委員長   生活環境課長兼衛生センター所長。 

 

○生活環境課長兼衛生センター所長（北口 力）   今のところ、次の候補地いうのは、

担当課としては考えておりません。ただ、南あわじ市内で民間、公共、別にして、あれば

当然、処分するのに費用が割安となるということなので、必要かと思っております。 
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○登里伸一委員長   阿部計一君。 

 

○阿部計一委員   関連でお聞きします。後１０年あるということなんですが、今、一般、

この産廃については、西淡町時代から地場産業ということで、投棄の料金も差がついてる

わけですが、市以外で投棄をしているところはあるわけですか。南あわじ市以外で産廃に

投棄を許可しているようなところはありますか。 

 

○登里伸一委員長   生活環境課長兼衛生センター所長。 

 

○生活環境課長兼衛生センター所長（北口 力）   産廃処分場としましては、うちの伊

加利のほうの産廃処分場だけでございます。 

 

○登里伸一委員長   阿部計一君。 

 

○阿部計一委員   いや、それで、今、瓦関係ですと、そういう地場産業ということで、

投棄料が安いですわね。ほんで、一般と差がついとんのやけども、例えば、瓦の屋根葺き

というようなことで奨励金ですか、補助金が出てますわね。それで、その場合は、洲本、

淡路市等でそういう地元の瓦を使っていただく、これはもちろん、古い瓦が残土で出るわ

けよね。そういうものはどないなるんですか。ちょっと聞いたところによると、そういう

もんは市が受け付けて投棄させよるというふうに聞いとるんですが、そんなことはないん

ですか。 

 

○登里伸一委員長   生活環境課長兼衛生センター所長。 

 

○生活環境課長兼衛生センター所長（北口 力）   市外の瓦の受け入れという御質問か

と思います。それにつきましては、以前、瓦組合から御要望がございまして、ただ、うち

のほうでお話をさせていただいたのは、市外からの搬入はできませんということで、それ

につきましては、条例、それから地元との覚書にもうたっておりますので、そういった中

で、市外の瓦くずは受け入れは難しいですよということで、その点につきましては御理解

いただいたと認識しております。したがいまして、市外の瓦を搬入しておる実績はないと

推測いたします。 

 

○登里伸一委員長   阿部計一君。 

 

○阿部計一委員   今、課長が答弁されたことは、私も風の便りである程度は聞いてるん



 

－ 71 － 

ですけど、あえて委員会ですので、議事録に残りますので、あえて質問してるわけよな。

そんで、そういう瓦の奨励金を出しておるところの瓦でも、それは一切受け付けないと、

そういうふうに解釈してよろしいですか。洲本市、淡路市で地元の瓦を、私のところの西

淡の瓦を葺いても、その瓦については受け付けないと。理解してますや言うてたけども、

理解でなしに、そこをはっきり。これ、部長、答弁を。 

 

○登里伸一委員長   市民生活部長。 

 

○市民生活部長（高木勝啓）   先ほど課長が申し上げましたように、まず前提としては

地元協議と条例が必要になるわけなんですけれど、それ以前なんですけれど、まず、要望

がありました。それで、洲本市、淡路市もこちらへ要望が出てくるかと思って確認しとっ

たら、まず、民間の施設もあるということですから、民間圧迫になるから、洲本市、淡路

市はそういう要望はいたしませんというのが一つあります。 

  それともう一つは、もし仮に特定して受け入れたとしても、その廃棄物がまざらないよ

うにちゃんと現場を管理できるかというような問い合わせには、それはもう責任持ってよ

うしませんので、洲本市、淡路市もそういうことは南あわじ市に要望しません。よって、

ほかの行政機関の要望もありませんし、ただ、そういった条例、地元の協議も経ないかん

というようなことで、この件に関しましてはお断りを申し上げた次第でございます。 

 

○登里伸一委員長   阿部計一君。 

 

○阿部計一委員   何や、課長も部長も、何かちょっと含みがあるような答弁に聞こえる

わけよ。私が聞いとるのは、わざわざそういうかわら版で、そういう、もう何かそれが現

実化したようなことを書いて、私は会員でないけども、そういう案内が毎月来るんですけ

ども、そういう談話が載っとったわけやな。そやから、それをあえて委員会で議事録をと

るために発言しよるんよ。 

  ほんで、現状はどうであって、今後もそのことについては、やるかやらんかということ

を聞きよるのよの。そやから、何か向こうにもあるし何やというたら、何か、はっきりし

てないんよの。現状は、そういうことははっきりとお断りしたんだったらしたと、いや、

まだ継続やったら継続と言うてもらわなんだら。そない、地元の業者でも差をつけとんの

に、何ぼ奨励金出しよるよって、その瓦のよそのものまで産廃へ持ってきて受け付けるや

いうことは、これはもう公平・公正からしてもおかしな話であってな。そういうことを聞

きよるねん。だから、はっきり答弁してくださいよ。 

 

○登里伸一委員長   市民生活部長。 
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○市民生活部長（高木勝啓）   お断りしましたし、これからもそういう受け入れの予定

はございません。 

 

○登里伸一委員長   ほかに質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより委員間討議を行います。 

  何か御意見ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  議案第７９号、平成２６年度南あわじ市産業廃棄物最終処分事業特別会計補正予算（第

２号）を原案のとおり可決すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙 手 多 数） 

 

○登里伸一委員長   挙手多数であります。 

  よって、議案第７９号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

  審査の途中ですが、暫時休憩します。 

  再開は、午後２時５分といたします。 

 

（休憩 午後 １時５５分） 

 

（再開 午後 ２時０５分） 

 

  ⑭ 議案第１２７号 平成２７年度農業共済事業に係る事務費の賦課総額及び賦課単価 
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            について 

 

○登里伸一委員長   再開します。 

  休憩前に引き続き、審査を行います。 

  議案第１２７号、平成２７年度農業共済事業に係る事務費の賦課総額及び賦課単価につ

いてを議題とします。 

  これより、質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  印部久信君。 

 

○印部久信委員   賦課単価のことなんですが、かつて南あわじ市と洲本市との乳用牛の

賦課単価の率が違っていたように思うんです。これはおかしいんでないかというようなこ

とをかねがね言っていたんですが、この０.９というのは、洲本市とはこれで同等になっ

たんですか、まだ差があるんですか。 

 

○登里伸一委員長   農林振興課長兼農業共済課長。 

 

○農林振興課長兼農業共済課長（宮崎須次）   乳用牛については、差はございません。 

 

○登里伸一委員長   印部久信君。 

 

○印部久信委員   今、課長、乳用牛については差がございませんということは、何かで

差があるやつはあるの。 

 

○登里伸一委員長   農林振興課長兼農業共済課長。 

 

○農林振興課長兼農業共済課長（宮崎須次）   これにつきましては、肉用牛について、

本市では０.７とこれは書いてあるんですけれども、淡路広域は０.６となっております。 

  以上です。 

 

○登里伸一委員長   印部久信君。 

 

○印部久信委員   乳牛の場合は、淡路島酪農ということで、洲本市の酪農家の旧の洲本

市部分と南あわじ市ですので、余り変わったらいかんと思うんですが、肉用牛の場合は、

淡路畜連は共同でやってますけども、生産に関しては別なんで、あえては言いませんが、



 

－ 74 － 

できたら島内二つの、これ、南あわじ市は市のほうで農業共済事業をやっておると、洲本

市と淡路市は広域でやっとるんで、多少の違いは出てくるんかと思うんですが、同じ淡路

ですので、わずかなことだと思うんですが、特に賦課金やいうものは横並びが適当でない

かと思うんですが、その点については課長、どう思いますか。 

 

○登里伸一委員長   農林振興課長兼農業共済課長。 

 

○農林振興課長兼農業共済課長（宮崎須次）   この賦課金につきましては、各事務所の

運営費ということになっておりますので、経営規模とかその辺、収支のほうも違いますの

で、差が出るのはやっぱりやむを得んのかなというようなところでございます。県下でも

他市町は、その点の違いもございます。 

  以上です。 

 

○登里伸一委員長   印部久信君。 

 

○印部久信委員   掛金においても、南あわじ市の共済と広域でやりよるのとで、掛金に

おいても危険率が違うんで、掛金率も多少違うようですので、多少やむを得んかなと思う

んですが。掛金率は危険率で出すのでやむを得んのやけども、賦課金の場合は、できたら

島内はそろえたほうが望ましいんでないかなというふうに私は思います。これは私の意見

です。また折に触れて、そういうことをまた協議してもらったらいいと思うんです。それ

はそれでいいです。 

  それと、この賦課金の総額なんですが、２,１２３万５,０００円ということなんですが、

共済の事務費は島農水から一時、別の交付税で入ってきたんが、今、一本の交付税で入っ

てきて、市から農業共済のほうへ来ていると思うんですが、何年か前より、それが四、五

百万円、今、六千何百万円だったと思うんですが、四、五百万円減額されておると思うん

ですが、それで、運営のほうはそれで行ってますか。 

 

○登里伸一委員長   農林振興課長兼農業共済課長。 

 

○農林振興課長兼農業共済課長（宮崎須次）   今、委員おっしゃられたとおり、前年度

は６,９００万だったのが、今は６,５００万ということで、２７年度予算はなっておりま

す。それで、その６,５００万、４００万減ってるわけなんですけども、その辺も建物の

推進協議会、そういうところからの繰り入れとか、そういう形もございますので、その辺

は、運営はこれからも行けるとは思っております。 
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○登里伸一委員長   印部久信君。 

 

○印部久信委員   建物と言いましたけども、建物共済の場合は、あれは南あわじ市で建

物共済推進協議会が何かをつくって、別枠で事業運営をやっておると思うんですね。かつ

て、その建物共済運営協議会のほうから農業共済の事務費として１,０００万円ぐらいの

寄附金という名前か、何かああいう名前で繰り入れしとったように思うんですが、今現在、

そこからどれぐらいの金額が繰り入れされて、建物共済推進協議会が残高どれぐらい今、

持ってますか。 

 

○登里伸一委員長   農林振興課長兼農業共済課長。 

 

○農林振興課長兼農業共済課長（宮崎須次）   ちょっと時間をいただけますか。 

 

○登里伸一委員長   暫時休憩します。 

 

（休憩 午後 ２時１２分） 

 

（再開 午後 ２時１３分） 

 

○登里伸一委員長   再開します。 

  農林振興課長兼農業共済課長。 

 

○農林振興課長兼農業共済課長（宮崎須次）   先ほどの建物の協議会から来る金額が１

５０万円来る予定になっております。それと、今のちょっと建物が全体で幾らかというの

は、ちょっと今、資料を持っておりませんので、確認がとれておりません。 

 

○登里伸一委員長   ほかに質疑ございませんか。 

  木場徹君。 

 

○木場 徹委員   今も、先ほども話が出てたんですが、淡路市、洲本市は淡路広域で広

域行政で事務をやってると。南あわじ市は単独の共済事業で、市でやっていると。県下で

これの、単独でやっているところと広域の組合でやっているところ、どのぐらいあります

か。 

 

○登里伸一委員長   農林振興課長兼農業共済課長。 
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○農林振興課長兼農業共済課長（宮崎須次）   県下で２６あるんですけども、その中で

１７市町９事務組合ということになっております。市町ということは、１７の市やら町が

やっているのと、それと９事務組合、淡路広域のような形があります。 

 

○登里伸一委員長   木場徹君。 

 

○木場 徹委員   これ、メリット、デメリットあると思うんですけれども、広域に単独

でやる場合、どういうメリットがありますか。 

 

○登里伸一委員長   農林振興課長兼農業共済課長。 

 

○農林振興課長兼農業共済課長（宮崎須次）   広域といいますと、淡路一本という考え

方ですか。メリットといいますか、ちょっと私のほうの感触なんですけども、逆にデメリ

ットのほうがちょっと感じるわけなんでございますけれども、地域密着という点からしま

すと、淡路一本になれば、地域密着の形がとれないというようなところが出てくるのかな

というのが感じます。 

  メリットというのは、マイナスといいますか、予算というか残金が少ない場合ですけれ

ども、そういうのがあればといいますか、全体としての形で合併というのもあり得るんか

なというのも感じます。 

 

○登里伸一委員長   木場徹君。 

 

○木場 徹委員   そしたら、財務的にはしばらく単独でという話ですね。今のところ、

いわゆる淡路一本とか、そういう話は出てないんですね。 

 

○登里伸一委員長   農林振興課長兼農業共済課長。 

 

○農林振興課長兼農業共済課長（宮崎須次）   今のところ、私のほうでも、こちらのほ

うにも入ってきておりませんけども、将来的には合併はあるかもわかりませんけども、今

のところ地域密着で、事故等も対応もできているし、健全に運営されているということと

して、私は考えております。 

  以上です。 

 

○登里伸一委員長   ほかに質疑ございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより委員間討議を行います。 

  何か御意見ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  議案第１２７号、平成２７年度農業共済事業に係る事務費の賦課総額及び賦課単価につ

いて、原案のとおり可決すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙 手 多 数） 

 

○登里伸一委員長   挙手多数であります。 

  よって、議案第１２７号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 

  ⑮ 議案第１２８号 農作物共済に係る危険段階基準共済掛金率等の設定について 

 

○登里伸一委員長   次に、議案第１２８号、農作物共済に係る危険段階基準共済掛金率

等の設定についてを議題とします。 

  これより、質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  印部委員。 

 

○印部久信委員   これ、水稲なんですが、特に私の聞きたいのは、水稲共済は、とにか

く引き受けに対して３０％の面積があると、３０％以上の被害に対しての共済金を給付す

るということなんですが、数年前から、その３０％の面積を共済でなしに、別のいわゆる

市、県、組合、農協だったか、その三者で１０％以上３０％までの鳥獣被害に対しての共
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済金も出すという制度ができていたと思うんですが、まず、その制度の掛金の割合はどう

なってますか。 

 

○登里伸一委員長   農林振興課長兼農業共済課長。 

 

○農林振興課長兼農業共済課長（宮崎須次）   今、委員おっしゃられている制度なんで

すけども、これが野生動物被害補償制度というものでございまして、これは兵庫県庁のほ

うがやっている事業でございます。それが平成１４年度から始まってるわけなんですけど

も、先ほどの率なんですけども、県のほうが５０％、それと、ＪＡが２５％と、それと加

入者が２５％となっております。 

 

○登里伸一委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   いやいや、割合はそれでええけんど、割合では金額出えへんでえか。

私が聞きよるのは、金額はどれ、金額、農家負担、農協負担、県負担の金額。 

 

○登里伸一委員長   農林振興課長兼農業共済課長。 

 

○農林振興課長兼農業共済課長（宮崎須次）   加入者が反当２００円となります。それ

で、総額、今の率で行きますと、反当８００円ということになります。 

 

○登里伸一委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   課長、言うときはもっとわかりやすく言うてな。ということは、農家

２００円、農協２００円、県４００円ということか。 

 

○登里伸一委員長   農林振興課長兼農業共済課長。 

 

○農林振興課長兼農業共済課長（宮崎須次）   そうです。 

 

○登里伸一委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そない言うてもらわんとわかれへん。 

  そこで課長、今、水稲共済は、南あわじ市は３,５００ヘクタールぐらいの水田があっ

て、水稲引き受けが１,８００ぐらいだったと思うねんけれど、そのうち、いわゆる獣被
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害の、金額はたしか、予算委員会で蛭子委員が聞きよったと思うんですが、面積被害よ、

１,８００のうち、面積はどれぐらいのものが被害にあうとったんか、２６年度、もう出

とるの。 

 

○登里伸一委員長   農林振興課長兼農業共済課長。 

 

○農林振興課長兼農業共済課長（宮崎須次）   引き受け面積なんですけども、今、委員

おっしゃられた１,８２１ヘクタールになっております。そのうちの鳥獣被害が１０.９ヘ

クタールございます。 

 

○登里伸一委員長   印部久信君。 

 

○印部久信委員   １０.９ヘクタールということは、１,８００に対して１０.９という

ことは、０.６％ぐらいの被害やと思うんですが、神田部長に聞きますが、この鳥獣被害

対策を進めてきて、防護ネットとかシカとかイノシシを駆除することを長年やってきて、

これ、南あわじ市でもこの鳥獣被害対策に対して、合計したら６,０００万か７,０００万

ぐらいの金が出とると思うのやけど、これだけの金をずっと継続してやって、鳥獣被害対

策をやってきて、今、共済課長の言う０.６％ぐらいの獣被害でおさまっとんのやな。こ

れが多いんか少ないか私はわからんけど、この結果について担当部長として、鳥獣被害対

策が順調に進んでいっとるんか、まだやらんなんのか、こんなもんか、この辺の感想をち

ょっと聞かせてよ。 

 

○登里伸一委員長   農業振興部長。 

 

○農業振興部長（神田拓治）   私も農業振興部へ次長と配属されたとき、鳥獣害特命次

長ということで、もうそれから取り組んできて、丸５年になります。市のほうも、環境保

全基金を創設していただきまして、三、四年、重点的に取り組めということで取り組んで

きました。前も説明させてもろうたように、被害個体の削減、これにまず第一、力を入れ

てきました。それと、防護柵も、地元の要望については、ほぼ１００％、クリアしており

ます。 

  今思うについて、一番大きい被害がその当時あったのが、諭鶴羽山系。諭鶴羽山系の防

護柵というのは、全部防除ライン、今、ほとんどできてるんです。できとるのにかかわら

ず、また被害が出てきておると。これ、なぜかということは、柵をしても、そこの一部に

穴が空いとったら、そこから侵入してきたり、道路や河川、ここは柵ができませんので、

そこから獣害が何ぼでも地域に入ってきて被害を受けとるということで、地元に柵の点検
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とか、その辺の入ってきよるところをもう一度確認して、二重に柵をしなければ対策がで

きませんよというようなことを指導しながら来ました。 

  この間の議会でもあったように、この被害が福良とか丸山とか湊とか、範囲が広がって

きとるんですよね。中村委員さんのときも質問あったんですけども、今、専門の有害班が

５８人、平均年齢が６８歳ということで、これから１０年、２０年したらどないなるのや

という指摘も受けております。 

  そこで、できるだけ地域は地域で守っていかな、これは、他人を当てにしたってなかな

か、これは被害が減れへんということで、市のほうも新規の、おりとかいう免許はとりま

す。銃になったら、ちょっと難しいんですよね。僕もおりは免許をとってきました。合格

率９８％で、落ちたら弱ったなと思うたんですけども。このごろ、えづけするのも免許が

要らないんですわ。止めさしするときには免許は要りますけども。だから、そういう輪を

広げていって、地域で、新しい方々の免許持ちをふやしていって、地域でとっていくと。 

  この間も班長会したら、山奥のイノシシ、シカをとったって効果あれへんでと。何頭と

った、何頭とったいいながらしても、被害を与える個体をとらな、被害は減れへんでと。

それをとるには、一番効率が高いのが、おりなんですよね。イノシシの被害、一番多いけ

ど、このごろ、イノシシは銃でほとんどとっておりません、有害も。９９％、おりです。

シカの場合が、６割が銃です。あと４割がおりです。 

  だから、そういうことなので、地域地域である程度、新しいというか、捕獲班を育成し

てとっていかなければ、これは減ることはないんかなというふうに思うんです。その辺に

力を入れていきたいんですけども、入れていってほしいという言葉になりますけども、そ

ういうことです。 

 

○登里伸一委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そんで、これ、共済課長、あと１０.９ヘクやになっとるんよな。そ

んなら、共済の場合は、支払いする場合は当然、現地確認に行きよんねんから、地域的に

大体どの辺が集中的にやられよんなというのはわかると思うねけんど、大体どの辺がこの

イノシシ、イノブタに地域的に被害を受けていますか。 

 

○登里伸一委員長   農林振興課長兼農業共済課長。 

 

○農林振興課長兼農業共済課長（宮崎須次）   この２６年度なんですけども、このデー

タがちょっとあるんですけど、一番はちょっと伊加利のほうが、共済金を一番払っている

というような状態です。次が福良の向谷のところが２９万８,０００円、支払っておりま

す。それとまた、湊が２０万８,０００円というような形で、上位３位まで報告します。 
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○登里伸一委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   今、部長に聞いたように、そういうところやさかい、やっぱりそこら

を集中的にやったらいいんと違うんか。データは同じ部の中で持っとんのやさかいに、ほ

んでやってもろうて。私の思うのに、市として、被害が少なくなったか多うなったかとい

うのは僕らにはわからんねんけど、やってあることは以前と見たら、もう隔世の感やの。

防護柵もやり、鳥獣の駆除率の頭数から見て、十分やりよると思うねん。けど、やっぱり

被害があるということは、まだやらんといかんということやと思うんで、とにかく今後と

も、これはもう、農家の被害を受けとるところにとったら切実なことなんで、やっていっ

てほしいと思うのやけど、部長、もう一遍、答弁してください。 

 

○登里伸一委員長   農業振興部長。 

 

○農業振興部長（神田拓治）   印部委員さんも言っていただいたとおり、猟友会の方々

もフル活動しております。精いっぱい協力していただいてます。行政も体制も十分整って

いると思います。それにかかわらず、なかなか被害が減らないと。これはもう辛抱強く、

根気強くやっていくしかないと。 

  手法については、先ほど説明させてもろうたように、各地域ごとで協力体制をつくりな

がら、被害個体の削減に力を入れていくしかないんかなというふうに思ってます。これに

ついては、力を入れていきたいなというふうに思っております。 

 

○登里伸一委員長   ほかに質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより委員間討議を行います。 

  何か御意見ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  議案第１２８号、農作物共済に係る危険段階基準共済掛金率等の設定について、原案の

とおり可決すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙 手 多 数） 

 

○登里伸一委員長   挙手多数であります。 

  よって、議案第１２８号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 

  ⑯ 議案第１２９号 損害賠償額の決定及び和解について 

 

○登里伸一委員長   次に、議案第１２９号、損害賠償額の決定及び和解についてを議題

とします。 

  このお手元の、皆さんに資料を配付いたしておりますので、ごらんおきください。 

  これより、質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  阿部計一君。 

 

○阿部計一委員   私も事故のことをよく聞くんですけどね、車社会ですから、そういう

走行中の事故やいうのは、私、一回もそういう批判も文句も言うたことないんですよ。た

だ、そういう駐車場で前方とか後方とか、今回、相打ちで５０％対５０％と出てきてます

わね。ほんで、そういう結構なもんやなと思うとんのやけども。これ、違うの。 

 

（発言する者あり） 

 

○阿部計一委員   ５０対５０は次か。失礼しました。 

 

○登里伸一委員長   ほかに質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより委員間討議を行います。 
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  何か御意見ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  議案第１２９号、損害賠償額の決定及び和解について、原案のとおり可決すべきものと

決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙 手 多 数） 

 

○登里伸一委員長   挙手多数であります。 

  よって、議案第１２９号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 

  ⑰ 議案第１３０号 損害賠償額の決定及び和解について 

 

○登里伸一委員長   次に、議案第１３０号、損害賠償額の決定及び和解についてを議題

とします。 

  これより、質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  阿部計一君。 

 

○阿部計一委員   ほんなら、続きをやらせてもらいます。それでね、そういう駐車場と

か、全く不注意による事故についていろいろと質問したわけですけども。これ、前も一回

聞いたことあるんですが、民間ですと、事故を頻繁にやっていくと保険料が上がるんです

よね。それで、市の場合は、もうそれは何ぼ事故をやっても関係ないということをお聞き

しとんのやけども、ということは、かなりの大きな掛金をしよるのではないかと思うんで

すが、これは予算書に載っとるのか、見てないんやけども。どのぐらい掛けておるんです

か。 

 

○登里伸一委員長   埋蔵文化財調査事務所長。 
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○埋蔵文化財調査事務所長（山見嘉啓）   まず、答弁の前に、毎回の議会で先生方から

指導いただき、その管理職として、一般職員の見本になるべき私が事故を起こし、申しわ

けないということで、まことに遺憾で、十分注意して公用車の運転をしていたのですが、

偶然、そのような事故を起こしてしまい、そのことに対して、今後一切そういうことのな

いように、いま一度反省し、事故を起こさないように、私自身も部下も指導していくよう

に努めてまいりたいと思います。 

 

○登里伸一委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   いやいや、わしが言うたのは。 

 

○登里伸一委員長   埋蔵文化財調査事務所長。 

 

○埋蔵文化財調査事務所長（山見嘉啓）   それから、掛金のほうですけども、１台ごと

の資料は持ってます。この共済の掛金自体は、補償がまず、対物が１,０００万円で、対

人は無制限です。今回の公用車の共済の掛金は、合計で４万３,７５０円です。 

 

○登里伸一委員長   阿部計一君。 

 

○阿部計一委員   そういう、大体、副市長わかれへんの、総額どのぐらい掛けよるか。

やっぱり、所管違うよってわかりませんか。 

 

（発言する者あり） 

 

○登里伸一委員長   阿部計一君。 

 

○阿部計一委員   どこへ聞いたらいいの、ほんならこれは。管財か。 

  ほんならこれで、山見課長、今、山見課長に私、謝罪してくれやと私、言うたんと違う

のやけども。御丁寧に謝罪をされて、その勇気ある発言に、ほんまに敬意を表します。今

後、事故のないよう頑張ってください。 

  終わります。 

 

○登里伸一委員長   ほかに質疑ございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより委員間討議を行います。 

  何か御意見ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  議案第１３０号、損害賠償額の決定及び和解について、原案のとおり可決すべきものと

決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙 手 多 数） 

 

○登里伸一委員長   挙手多数であります。 

  よって、議案第１３０号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 

  ⑱ 議案第１１２号 淡路教育事務協議会規約の変更について 

 

○登里伸一委員長   次に、議案第１１２号、淡路教育事務協議会規約の変更についてを

議題とします。 

  これより、質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   １点だけ。この改正の新旧対照表も載ってるんですけども、この協議

会が現行７人が改正案では３人に変更ということになってますけれども、これはなぜこう

いうふうになっているのか。 

 

○登里伸一委員長   教育部次長兼教育総務課長。 
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○教育部次長兼教育総務課長（藤岡崇文）   御存じのとおり、今回、地方教育行政法の

改正によりまして、新しい教育長につきまして、教育委員長がなくなりまして、教育長が

従来の教育委員長と教育長の業務を一括するということで一本化になります。そういう法

改正を受けまして、現在の淡路教育事務協議会の構成メンバーが、会長及び委員７人でご

ざいますので、８名。 

  この内訳と申しますのは、３市、教育長、教育委員長の２名掛ける３市プラス１組合で

８名となっております。それが今回の、先ほど申し上げました改正によりまして、教育長

に一本化されますので、３市プラス１組合で４名という形になります。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   それと、任期は２年が１年に変わるということでありますけれども、

これについては、なぜこういうふうになったのか。 

 

○登里伸一委員長   教育部次長兼教育総務課長。 

 

○教育部次長兼教育総務課長（藤岡崇文）   この任期の件につきましては、多分、協議

会のほうで協議されての結果やと思うんですけども、今まで、先ほど申し上げたとおり、

構成員が８人だったのが４人と、４名減になったということで、任期を１年にして、交代

交代みたいな形でしたのかなと。ちょっと私、協議の場に入っておりませんでしたので、

ちょっとこの２年が１年になったというのは、淡路教育事務協議会の中で協議された内容

と思うんですけども、これは特に法改正で１年になったとかいうものではございません。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   それと、ちょっと具体的には、淡路教育事務協議会というのは、どう

いう事務をされているんでしょうか。 

 

○登里伸一委員長   教育部次長兼教育総務課長。 

 

○教育部次長兼教育総務課長（藤岡崇文）   きょうは淡路教育事務協議会の規約そのも

のは持ってないので、ちょっと具体的な内容はわからないんですけども、この新旧対照表

の別表第１、第４条関係の中にもありますとおり、淡路の各教育委員会の管理及び執行に

関する事務ということで、例えば、校長及び教頭の任免の内申に関することとか、そうい
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う人事に関することと、教育委員会の委員及び事務局職員並びにその他並びに学校その他

の教育機関の職員の広域にわたる研修の実施に関することなどが主な業務、事務となって

おります。 

 

○登里伸一委員長   教育部長。 

 

○教育部長（太田孝次）   内容等は、先ほど次長のほうから言ったようなことなんです

が、校長、教頭の任免とか、校長、教頭以外の教職員の任免の内申に関すること、また、

教科書の選択とかそういったこと、そしてまた、広域にわたる文化行事及び体育行事等に

関すること、広域にわたる社会教育関係諸団体の育成及び指導に関すること、そうしたこ

とが事務の内容であるかと思います。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   教職員というのは、本来、県が採用してるので、そこら辺でこういう

事業をするのかなと思ってたんですけど、淡路教育事務協議会の中でもこういう役割を果

たすということになるわけなんですね。何か、教職員でいろんな事件とかがあった場合、

県の管轄でいろいろ新聞報道で教育したり、いろんなことがあるようですけれども、淡路

教育事務協議会の中でもこういう役割を果たすというふうなことになるんですね。 

 

○登里伸一委員長   教育長。 

 

○教育長（岡田昌史）   この淡路教育事務協議会というのは、基本的には１市１０町の

時代からずっとあるんですけども、先ほど、部長、次長なりが申し上げましたとおり、い

わゆる淡路地域の教育委員の研修事業であるとか、あるいは先ほど言われた、特に学校の

教科書の採択、これもそれぞれの自治体でやるというのはなかなか大変な作業なんです。

淡路島内一つの教科書でというような取り組み、それから、文化面、スポーツ面、これら

もいわゆる淡路島内でまとまって取り組む部分なんかを、この事務協議会が主にやってお

ります。プラス、先ほどもありましたように、いわゆる先生方の管理職の任免に対する淡

路地域での内申的なもの、そんな部分もこの事務協議会でとり行っております。 

 

○登里伸一委員長   ほかに質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○登里伸一委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより委員間討議を行います。 

  何か御意見ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  議案第１１２号、淡路教育事務協議会規約の変更について、原案のとおり可決すべきも

のと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙 手 多 数） 

 

○登里伸一委員長   挙手多数であります。 

  よって、議案第１１２号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

  以上で、当委員会に付託されました案件の審査は終了しました。 

  お諮りいたします。 

  ３月２０日の本会議における委員長報告について、どのようにしたらいいでしょうか。 

 

（「委員長・副委員長に一任」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   それでは、そのようにさせていただきます。 

 

 ２．閉会中の所管事務調査の申し出について 

 

○登里伸一委員長   次に、閉会中の所管事務調査の申し出についてを議題とします。 

  お手元に配付の閉会中調査事件申し出一覧表のとおり、議長に申し出をしてよろしいで

しょうか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 



 

－ 89 － 

○登里伸一委員長   異議がございませんので、議長に申し出することといたします。 

 

 ３．その他 

 

○登里伸一委員長   次に、その他に入ります。 

  何かございますか。 

  阿部計一君。 

 

○阿部計一委員   予算委員会でも問題提起をしていたんですが、私立のさゆり幼稚園の

件について、執行部のほうはああいう形で議案を提出されてきておられるわけですが、私

もそういう、たまたま６３年当時のことを、いろいろ旧町に貢献された幼稚園であるとい

うこと、それと、突然３歳児以上は無料というような大きな政策転換があったということ

で、そういうことも考慮に入れた中で、市長とも御相談いただいて、何か温情ある判断を

いただけないかということを提案させていただきましたが、その点についてお尋ねをいた

します。 

 

○登里伸一委員長   教育部長。 

 

○教育部長（太田孝次）   予算委員会でそうした質問があって、すぐに教育委員会の事

務局内部でも協議をさせていただきました。そして、そのことについて今後、市長、副市

長等と相談をし、そしてまた、教育委員会の中でも相談、協議をしていくということで、

今後、検討をしていきたいということを、そうした内容で協議をしていきたいと思ってお

ります。 

 

○登里伸一委員長   阿部計一君。 

 

○阿部計一委員   私がしゃべったことについては、副市長は席におられたので、ようわ

かってるわけよな。ほんで、市長が病気で欠席されて、おらないということで、昔の事情

を詳しく説明させていただいて、市長にもそういう話を、これは、教育委員会制度も大き

く変わって、首長も教育長と同等にそういう立場にあるというようなことから、市長にお

話をということで言われたんやけども、ほんなら、市長とも協議をされたんですか。市長

にもそういう、私がしゃべったようなことを説明していただいたんですか、いただかなか

ったんですか、どっちなんですか。 

 

○登里伸一委員長   教育部長。 
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○教育部長（太田孝次）   それ以前に、２回、市長と話をしました。そんな中で、方向

性を決めて、教育委員会としての考え方なりを御説明をさせていただきました。その後に

おいて、予算委員会で阿部委員さんのほうから、今までの経緯とか、そうしたことを聞き

ました。そうしたことを市長と話をしていくということで、教育委員会の中、事務局の中

で話はしております。ただ、その話をすぐに伝えているのかということになれば、現在の

ところは伝えておりませんが、早急に伝えるようにはしていきたいと思っております。 

 

○登里伸一委員長   阿部計一君。 

 

○阿部計一委員   市長も、それは今、体を悪うして、公務をこないしてお休みになって

おるところ、それは無理を言いよるようだけども、これは、ことはもう切迫しとるという

か、間もなく新年度に入っていくわけやな。これ、２０日にはそういう議案の議決も、採

決もあるわけなんやの。 

  ほいで、やっぱり我々、そういう、それから約２７年間もそういう形でやってきたとこ

ろ、やっぱり私は、はっきり言いますけど、柳幼稚園とは、私は立場が違うと思うんです

よ。そういう中で、やっぱりそういう予算委員会の中でお話をしとんのですから、一議員

とはいえ、やっぱりこれは、私だけが言いよることと違うんですよ。 

  ですから、旧町で旧町の約２万人の市民がそういう幼児教育に協力してきた感謝もすべ

きところを、余りにもそういう大きな政策転換で、それであそこだけが１万９,７００円

か、負担になるというようなことですから、これはやっぱり教育部長、そういう話は、こ

れはお話がでけへんような状況やったら、それは私も無理言いよると思うのやけど、今、

そういう状況なんですかね、市長は。 

 

○登里伸一委員長   教育部長。 

 

○教育部長（太田孝次）   結果がどうであれ、早急に話はしていきたいと思っておりま

す。 

 

○登里伸一委員長   阿部計一君。 

 

○阿部計一委員   そやから、２０日にはそういう採決というようなのがあるんやから、

そういうことで、新年度からそういう体制になっていく中で、それは私がそういうふうに

思って言いよることやから、執行部は一旦、ああいう議案を提出してきた以上、それはい

ろいろな考えもあることだろうしね。私は、そういうことを十分配慮した中でのそういう
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議案提出かということを予算委員会で質問したわけですからね。やっぱり、それ以前に協

議されたということは、私は関係ないと思うんですよ。それ以後に、どういう展開になっ

たかということをお聞きしとんのや。どうですか。教育長、どうですか。 

 

○登里伸一委員長   教育長。 

 

○教育長（岡田昌史）   結果としては、予算委員会以後、教育委員会の中では議論は十

分したつもりですけれども、市長に伝えておるかというところはまだやっておりません。

確かに、今回、大きな変化をしたと、こういうお話なんです。まさに、子育て支援をより

充実するような取り組みになったわけです。私自身も、さゆり幼稚園さんの予算委員会で

の経過を聞くまでは、そういう状況は承知しておりませんでした。 

  ただ、申し上げたいのは、第２子、第３子が無料でずっと来たと、今年度にあっては、

いわゆる第１子まで広げたと。その広げたことが、第２子、第３子と同じような取り扱い

に今年度、２７年度からなると。そこで差があると、こういう話なんです。まさにその辺

を、説明なんかを受けると、過去、いろいろ御苦労があったんやなという思いもします。 

  これについては、私自身は、第２子、第３子のときを第１子まで拡充したんやという認

識で、何とかおってもらえへんかなという思いがあります。というのも、今後、このこと

を２７年度で何とか我々もいろんな知恵を出していく中で、もう少し取り組みができるん

か、その辺は我々としても協議したいとは思ってます。ただ、今回のケース、委員から言

われておりますように、早速、市長なりに伝えていきたいと、このように思ってます。 

 

○登里伸一委員長   阿部計一君。 

 

○阿部計一委員   そういうことで、それはそっちの判断が、白黒判断で、それは我々の

知るところでないねけんど、やはりそういう事情も加味した中で、やっぱりきっちりとし

た何を、市長の健康状態も、それは心配ですし、わかりますけども、早速今、教育長が答

弁されたようにして、私もそういう当時の関連もあるし、自分自身もそういう議員活動の

中で、当然、議員としてそういうことを執行部にお願いするというのは、これは義務やと

思うてますので、ひとつ、できるだけ少しでも温情のある判断をお願いしまして、終わり

ます。答弁は結構です。 

 

○登里伸一委員長   ほかに何かございますか。 

  印部久信君。 

 

○印部久信委員   ３月１４日から産直がスタートしたわけですが、当面はプレオープン
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ということで、３月３１日からグランドオープンということなんですが、きょうで４日目

になると思うんですが、３日間経過して、わかっている範囲で結構ですので、３日間の売

り上げ、それから３日間ではまだ全体像をつかむというのは難しいと思うんですが、農業

振興部長として、３日間の物の流れ、売り上げ等から見て、今感じていること、どっちで

も構わんので、今感じていることについて、まず一遍聞かせてもらえますか。 

 

○登里伸一委員長   食の拠点事業推進室課長。 

 

○食の拠点事業推進室課長（喜田憲和）   まずもって、１４日、議員の先生方に御出席

いただきまして、まことにありがとうございました。ただいまの御質問ですけども、１４

日につきましては、お客さんのレジを通過した数ですけども、１,０９９、売り上げは２

０１万８,０００円余りと、１５日、同数字ですけども１,０９９、レジ通りまして、２０

７万余り。１６日、これは少ないんですけども、４３８名レジを通りまして、７６万９,

０００円、７７万ほどになっております。１４日、１５日、夫婦、家族で来られておりま

すので、入場者は約３,０００名ずつぐらいになっております。 

  感想ということなんですけども、やっぱり地元産が少ないので、仕入れがある程度して

おります。やはり、地元産から非常に売れておりますので、地元をいかに集めるかが今後

のポイントになってきます。例えば、イチゴ、２日間で１３万円売っております、１人で

すけれども。野菜も１人で４万何ぼ、２日間で売った人がおります。ですから、置けば売

れるというパターンがあるわけなんですけども、それがなかなかうまく行っていないとい

うところが一つの感想です。それさえそろえば、ある程度、方向性は出てくるのかなと。 

  きょうも午前中、「おはよう朝日」がロケに来ていただいてます。３月２１日の朝に放

送ということですので、今後もそういうケースをとらえながら、どんどん一つずつ積み上

げて、何とか二、三年うちに体制を整えて、５年をめどに、何とかほかの先輩諸氏に追い

ついていきたいというふうに思っております。 

  といいますのは、やはりいろんな多品目の野菜をつくって、ある程度のレベルまで上が

って出していただくということについては、訓練をしなければなりません。ちょっと長く

なって申しわけないですけども、ある人がレタス２００円とつけました。ある人が１５０

円とつけました。やはり、秀、優というのもあったんですけれども、いろんな品質もあっ

たんですが、やはり２００円が大分残って、あとは売れたというような部分もありました

ので、農家が相当勉強しながらと。しきびなんかも置くたびに、今は彼岸前ですけれども、

すっと売れたというような形もあります。ですから、品目、やり方等によって、大分違っ

てきたかなということで、２日間でも非常に感じたところです。 

  以上です。 
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○登里伸一委員長   印部久信君。 

 

○印部久信委員   先ほど、課長が言いよったように、この３,０００名入場というのは、

１日で３,０００名入場のことかな。 

 

○登里伸一委員長   食の拠点事業推進室課長。 

 

○食の拠点事業推進室課長（喜田憲和）   はい、そうです。１日、レジが１,１００名

通って、お客様が３,０００人ほど来ていただいたということです。 

 

○登里伸一委員長   印部久信君。 

 

○印部久信委員   これ、お客さんに入ってもろうて、買うてくれた人がこんだけという

ことで、我々の１４日の、我々の印象では、ちょっと高いなというような印象を受けてお

るわけですね。今まだこの３,０００名入った人も、買うた人がこれだけということは、

高いなと見て、見て帰った人が多いんでないかと思うんですが。もう私はこれで終わって

おきます。何か、ほかの委員さんも、聞きたいことがたくさんあるようなんで。 

 

○登里伸一委員長   木場徹君。 

 

○木場 徹委員   教育施設の敷地のことでちょっとお聞きします。ある地域の小学校の

敷地の一部を、市道か私道かわからんのですけど、拡張のために敷地を触っていると、そ

ういうことでＰＴＡというか地域の人から、何で地元に説明がないんやということでお聞

きしております。 

  それと、その対岸というか、片方の側道が公民館なんですけど、その公民館の敷地も一

部、市道に拡張していると、公民館は地域の宝というか、地域の住民の一番よく利用する

ところで、そこは駐車場として使っているところも広げていると。何でそういう公民館の

地元の審議委員とか、そういう方に事前に説明がないんかということで苦情を聞いたんで

すが、これはどういうことになっとったんですか。 

 

○登里伸一委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   今、木場委員さんがおっしゃったのは、西淡志知小学校

及び志知の公民館でないかと思うんですけども、このたび、学生用の共同マンションをそ

の隣接地に建てるということで、それに関して、進入路が狭いということで、消防車等が
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通れるような幅員を確保するために、今回、そういう教育施設の敷地を一部道路に出した

というようなことでございます。 

 

○登里伸一委員長   木場徹君。 

 

○木場 徹委員   いや、道路を広くするのは別に何も言うてない。要は、敷地を今、教

育施設の敷地をそういうふうに狭めて道路にしていると、そういうふうなのは教育委員会

のほうで把握されて、許可か何か出しとったんですか。 

 

○登里伸一委員長   教育部次長兼教育総務課長。 

 

○教育部次長兼教育総務課長（藤岡崇文）   昨年度、その産業振興部のほうから、そう

いうような施策に関するお話がございまして、うちのほうでも学校の管理という面で支障

ないようなことは十分、学校とも調整させていただいた上で、できるだけの最小限の問題

のない範囲でということで協議をさせてもらって、許可というか、どちらも市の敷地でご

ざいますので、そういうことで協議をさせてもらって、道路本線を計画していただいたと

いう経緯がございます。 

 

○登里伸一委員長   木場徹君。 

 

○木場 徹委員   行政財産やから勝手にできるのかもわからんけども、協議したときに

何で地元と話をせんの。 

 

○登里伸一委員長   教育部次長兼教育総務課長。 

 

○教育部次長兼教育総務課長（藤岡崇文）   これについては、下にありますように、産

業振興部のほうで地元のほうについては協議を十分させていただくという前提のお話でご

ざいます。 

 

○登里伸一委員長   木場徹君。 

 

○木場 徹委員   いや、地元の人から、そういう協議がなかったということで、こんな

ところであえて私が言いよるんです。あったら、こんな場所でそんなこと言いませんよ。

だから、その辺の確認をしてますか。 
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○登里伸一委員長   教育部次長兼教育総務課長。 

 

○教育部次長兼教育総務課長（藤岡崇文）   教育委員会としては、そういうのは事前に

担当部署のほうで協議していただいた上で、教育委員会としてはその協議というか、担当

者と道路の工程について調整させてもらったということでございます。 

 

○登里伸一委員長   木場徹君。 

 

○木場 徹委員   ということは、教育委員会では責任なく、担当部のほうでそういう地

元協議が済んでいるものと思って、そういう協議に持っていったということですか。 

 

○登里伸一委員長   教育部次長兼教育総務課長。 

 

○教育部次長兼教育総務課長（藤岡崇文）   私どものほうで、学校の管理のためにいろ

いろ本線を広げてほしいとか、そういうふうな話でなかったので、市のほうの施設の話で

学校の前の道路の拡幅について、道路本線の確保をするのに学校の用地を、ほんの少しだ

けなんですけども、学校の擁壁とかも擁しなければならないということでしたので、それ

に協議をさせてもらって、できる、施工でき得る協力はさせてもらったということで、地

元との協議については、当然、市道だと思うので、通行であるとか、当然、新しい担当部

署のほうで計画している事業について、当然、地元の協議は必要だろうということで、こ

れは担当部局のほうで調整していただいているものだということで、私どものほうは、学

校教育施設を道路の用地として、できるだけ本線がスムーズに計画できるようにというこ

とで調整をさせていただいたという経緯だけでございますので、直接、地元の協議に対し

ては入っておりません。 

 

○登里伸一委員長   木場徹君。 

 

○木場 徹委員   協議に入ってないのは構わんのやけど、結局、地元の人は、全然そん

な話を聞いてないということなんです。それで、前も、実は公民館の駐車場として使って

いたところを道路として拡張していると。それも、何で地元に話がなかったんだという話

なんですが。 

 

○登里伸一委員長   生涯学習文化振興課長兼人権教育課長。 

 

○生涯学習文化振興課長兼人権教育課長（福原敬二）   公民館の敷地につきましても、
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ただいま次長のほうが言うたとおり、とりあえず工事主体であるほうから、それぞれの公

民館長とかにお話ししてくださいということをお願いしております。ただ、現場を見てき

ますと、入ってくるところを鋭角に曲がるところなんですけども、コンクリートの角があ

ると危ないから、丸くしてくださいということは指示があって、業者が丸くしたというの

は、公民館長さん等からだと思うんですけども、そういう話は聞き及んでおります。 

 

○登里伸一委員長   木場徹君。 

 

○木場 徹委員   担当課のほうで話をしとんのであれば、別に私はこんなところで聞か

ないんですけれども。何か地元の自治会のほうは、そんな話は全然聞いてないと、公民館

の運営審議委員会もそういうことは聞いてないと聞いたんで、あえてここで話をさせても

ろうとんです。 

 

○登里伸一委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   その計画を進めるに当たりましては、公民館長なり、ま

た、地域の自治会長さんとは話をしてまいりました。 

 

○登里伸一委員長   木場徹君。 

 

○木場 徹委員   その辺は、何か聞いてないという話なんで、もうちょっと話を詰めと

ってください。お願いします。 

  終わっておきます。 

 

○登里伸一委員長   ほかに何かございませんか。 

  吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   先ほど、食の拠点の質問があったわけですけども、フードコートは、

売り上げとかいうのは把握されてるんですか。 

 

○登里伸一委員長   食の拠点事業推進室課長。 

 

○食の拠点事業推進室課長（喜田憲和）   正確には把握はできておりませんが、ちょっ

としんどいというところは聞いております。正確な数字は、おおむねの数字は聞いとるん

ですけど、それが確かかどうか今、言えるほどの正確さでないので、申しわけないですけ
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れども。 

 

○印部久信委員   何がしんどいんですか。 

 

○食の拠点事業推進室課長（喜田憲和）   済みません、お客さんの数が、売り上げが少

し少ないかなというような。初めの１日、２日目ですので、お客様をどう奥に引っ張るか

というのも、けさも話をしましたし、今後どうするかというのは日曜も話をして、一度、

皆さん集まって調整しませんかというような形になっております。 

  以上です。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   初日に行かせてもらって、ちょっと、レジがあってその奥ですから、

なかなか引っ張り込むのは大分工夫が要るかなというふうな感じがいたしました。 

  それで、今までのさんちゃん市なんか見てますと、生産者の写真がずっとかけられてき

て、割と身近な感じだったんですけど、そういうのもないし、第一印象としては、すごく

天井が高いなという感じはしたんですけども。花の陳列なんかもなかなか、東側というか、

朝日の方向で、あそこでいいんかなというのは、いろいろ感じるところはあったんですけ

ども。担当者としても、大分改善していかなければならないところはたくさん見えてきた

んではないんですか。 

 

○登里伸一委員長   食の拠点事業推進室課長。 

 

○食の拠点事業推進室課長（喜田憲和）   そのとおりでございまして、陳列の方法、棚

の位置、方向、それから、今おっしゃったガラス面をどうするか、人の動線をどうするか

というのは、今、支配人を中心にいろいろと考えていただいております。当然、写真も、

六甲のめぐみに行っても大きく貼ってましたり、よそでも貼っておるわけなんですけれど

も、そういうこともオープン前から話をしてたんですけども、皆さんがそろって撮るとい

う時期を見きわめるというようなこともおっしゃってましたので、そこら辺、反省を踏ま

えて、そのためのプレオープンですので、早急に解決できるものは、一つずつ解決してい

くというような形になっております。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   もう一つ、違う課題でいいでしょうか。一つは、確定申告なんですけ
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れども、きのう、無事終わりましたけれども、確定申告、新庁舎になれば、今、南淡とか

ほかの、三原会場だけでなしにほかのところも行ってると思うんですけど、そこら辺はど

うなるんですか。 

 

○登里伸一委員長   税務課長兼収税課長。 

 

○税務課長兼収税課長（山崎稔弘）   この間までは、この新庁舎といいますか、議場一

本だけでやる予定でおったんですけども、やっぱり現場へ出向きますと、どうしても交通

の手段に苦労される方がいらっしゃいますので、今の考えとしましては、１週間程度、メ

ーン会場を閉めた中で、各地域を職員が回って、最低でも１日開くというような形が望ま

しいんでないかなというような形で考えております。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   そうすると、西淡、南淡、緑をそれぞれ１日ずつ、別会場という形で

していくんですか。 

 

○登里伸一委員長   税務課長兼収税課長。 

 

○税務課長兼収税課長（山崎稔弘）   本年度につきましては、三原会場につきましては

毎日開けておりました。それと並行しまして、南淡、西淡、緑と２日ずつ行かせていただ

いたと思うんですが、やはりどうしても現場の職員と税務経験のある職員で対応していま

すけども、同時開催ということになりましたら、非常に厳しい状況になります。 

  ですので、こちらでやるときには十二、三人、今、現状では８人、９人体制でやってお

ります。今度、新体制になりましたら、十二、三人体制でここを本会場としまして、１週

間なり２週間うちに、１日ずつになるとは思うんですが、それで８人体制で各地区を回り

たいなと、そのような感じで考えております。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   今は現状、２日ずつそれぞれ回ってるということで、何人ぐらいそれ

ぞれ来てますか。 

 

○登里伸一委員長   税務課長兼収税課長。 
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○税務課長兼収税課長（山崎稔弘）   多いとき、最大で２２０、三原会場でも２２０あ

りましたし、南淡会場でも初日は２２０ほど来ました。西淡のほうでも２００弱ぐらい来

ましたので、それが２日開けてその２００という数字ですので、それを各西淡、南淡、緑

を１日ずつにしますと、非常に厳しいのかなというところもあるんですが、これはもう少

し検討が十分必要だと思います。 

 

○登里伸一委員長   吉田良子君。 

 

○吉田良子委員   私も確定申告に行かせてもらったんですけども、日によってすごく人

が集中してるというか、向きがあるんですけども、やはり分散化して、気軽に行けるよう

な体制と、やはり私は、同時でここも開けるということがいいんではないかなというふう

に思うので、まだ時間がありますので、十分検討していただきたいと思うんですけど、い

かがでしょうか。 

 

○登里伸一委員長   税務課長兼収税課長。 

 

○税務課長兼収税課長（山崎稔弘）   できるだけ住民の方に負担のないような形で、そ

ういった体制を考えたいと思います。 

 

○登里伸一委員長   ほかにございませんか。 

  税務課長兼収税課長。 

 

○税務課長兼収税課長（山崎稔弘）   軽自動車の関係なんですけども、去年の６月に上

程させていただいて、可決いただきました税率の改正なんですけども、どうやら国のほう

が、消費税の影響と景気の影響を勘案した中で、その税率の引き上げを１年先延ばしにし

ようというような動きがありまして、まだ法案のほうは通ってなかったかと、ちょっと定

かでないんですが、そういう動きがありまして、４月に入りましたら、もう市のほうが先

に発効させていただかなあかんような状態になりますので、専決ということになるかとは

思うんですが、それまで委員会がございませんので、ここで御報告をさせていただきたい

と思います。 

  以上でございます。 

 

○登里伸一委員長   ほかに執行部からの報告事項はございませんか。 

 

（発言する者あり） 
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○登里伸一委員長   それでは、元に戻りまして、何かございますか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   それでは、執行部からの報告事項がありましたら、お願いします。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○登里伸一委員長   ありませんので、終わります。 

  閉会の挨拶を、副委員長から申し述べます。 

 

○川上 命副委員長   閉会に当たりまして、一言お礼の御挨拶を申し上げます。当委員

会に付託された案件につきましては、委員の皆様におかれましては、長時間、御審議をい

ただき、適切妥当な結果を出していただきました。ありがとうございます。 

  なお、執行部の皆さんにおかれましては、この間、委員の皆さんから多くの御意見が出

ております。今後の行政展開の中で反映をしていただくことをお願いを申し上げ、４月か

らの新庁舎での御活躍を御祈念申し上げまして、閉会の御挨拶といたします。 

  ありがとうございました。 

 

（閉会 午後 ３時１７分） 
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  委員会条例第３０条の規定により、ここに署名する。 

 

   平成２７年 ３月１７日 

 

 

 

 

                  南あわじ市議会産業厚生常任委員会 

 

                   委員長  登 里 伸 一 
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